
北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

春　

本　

秀　

雄

は
じ
め
に

論
者
に
は
多
く
の
「
北
魏
法
難
の
研
究
」
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
る（

（
（

。
先
に
「
北
魏
の
図
讖
禁
絶―

特
に
太
武
帝
時
に
つ
い
て―

」（
二
〇
〇
七
年
（
平
成
十
九
年
）
三
月
『
大

正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
二
輯
）
が
あ
り
、
こ
こ
に
、
北
魏
法
難
の
原
因
、
理
由
に
つ
い
て
の
既
存
の
定
説
と
は
異
な
る
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
の
提
示
が
一
応
、
完
結
し
た
。

次
に
は
、
こ
の
春
本
説
と
従
来
の
定
説
、
諸
説
と
の
相
違
を
明
確
に
し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
論
じ
、
春
本
説
を
定
説
化
す
る
段
階
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
意
に
於
い
て
、

本
論
考
に
於
い
て
は
「
北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
論
者
が
こ
れ
ま
で
に
未
聞
未
見
だ
っ
た
諸
研
究
文
献
資
料
を
も
と
に
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
を
明
確
に

し
て
、
こ
こ
に
そ
の
説
の
妥
当
性
を
論
じ
て
み
た
い
。　

　

一　

叙

藤
善
眞
澄
著
『
隋
唐
時
代
の
仏
教
と
社
会　

弾
圧
の
狭
間
に
て
』（
白
帝
社　

二
〇
〇
四
年
十
月
一
日　

白
帝
社
ア
ジ
ア
史
選
書
〇
〇
五（

（
（

）
の
八
・
九
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
…
…
世
に
「
三さ
ん

武ぶ

一い
っ

宗そ
う

の
法ほ
う

難な
ん

」
と
い
う
、
中
国
の
仏
教
史
を
い
ろ
ど
っ
た
大
事
件
が
あ
る
。
北ほ
く

魏ぎ

の
世せ
い

祖そ

太た
い

武ぶぶ

帝て
い

の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
三
月
「
諸
州
に
詔
み
こ
と
の
りし

て
沙そ
う

門り
ょ

を
坑あ
な
うめ
に
し
、
諸す
べ
ての
仏
像
を
毀こ
ぼ

っ
」
た
の
を
は
じ
め
、
北
周
の
武
帝ぶ

の
建
徳
三
年
（
五
七
四
）、
唐
武ぶ

宗
の
会
昌
四
年
（
八
四
五
）
の
三
武
に
加
え
、
五
代
後
周
の
世
宗
に
よ

る
一
宗
、
こ
の
計
四
回
の
廃
仏
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
も
こ
と
な
れ
ば
内
容
、
規
模
に
も
相
当
の
違
い
が
あ
る
。
…
…
鮮せ
ん

卑ぴ

族
が
た
て
た
北
魏
の
、
太
武
帝
に
よ
っ

て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
廃
仏
は
、
儒
教
に
も
と
づ
く
政
治
を
理
想
と
し
、
人
一
倍
の
仏
教
嫌
い
で
と
う
し
た
門
閥
出
身
の
宰
相
崔さ
い

浩こ
う

が
、
天
師
道
教
の
寇こ
う

謙け
ん

之し

と
手
を
む
す
ん
で
太

一



大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
四
輯

武
帝
を
籠ろ
う

絡ら
く

し
、
太
平
真
君
の
元
号
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
道
教
君
主
に
仕
立
て
あ
げ
た
成
果
で
あ
る
。
根
こ
そ
ぎ
の
廃
仏
に
は
反
対
で
あ
っ
た
と
い
う
天
師
寇
謙
之
が
二
年
ご
、

に
わ
か
に
死
ん
で
か
ら
、
さ
ら
に
二
年
ご
の
太
平
真
君
十
一
年
（
四
五
〇
）
六
月
に
は
、
国
史
問
題
で
首
謀
者
の
崔
浩
ま
で
が
太
武
帝
の
逆げ
き

鱗り
ん

に
ふ
れ
、
一
族
は
お
ろ
か
蘆ろ

氏
、

郭か
く

氏
、
柳
氏
な
ど
姻
戚
関
係
に
あ
る
名
族
た
ち
、
さ
ら
に
郎
党
一
二
八
人
も
ろ
と
も
極
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。「
宰
相
の
身
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
凌
り
ょ
う

辱じ
ょ
くを
う
け
て
誅
ち
ゅ
う

戮り
く

さ
れ
た
例

は
な
く
、
世
間
で
は
も
っ
ぱ
ら
破
仏
の
応
報
だ
と
う
わ
さ
し
あ
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
崔
浩
を
処
刑
し
た
太
武
帝
も
二
年
ご
の
興
安
元
年
（
四
五
二
）
二
月
、
宦か
ん

官が
ん

に
暗
殺
さ
れ
、

こ
れ
も
罪
業
の
む
く
い
だ
と
さ
さ
や
か
れ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
悪
評
を
巻
き
お
こ
し
、
仏
教
徒
に
衝
撃
を
あ
た
え
反
感
を
招
い
た
最
初
の
廃
仏
棄き

釈し
ゃ
くも

、
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ

た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
寺
院
が
毀こ
ぼ

た
れ
、
僧
尼
が
還げ
ん

俗ぞ
く

と
な
っ
た
か
は
一
切
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
北
魏
は
山
東
・
河
南
ま
で
制
圧
し
て
い

た
け
れ
ど
も
、
都
が
は
る
か
北
辺
の
平へ
い

城じ
ょ
う、
現
在
の
山
西
省
大
同
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
具
体
的
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
…
…
（
後
周
世
宗
の
廃
仏
は
）
三

武
の
法
難
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
儒
・
道
両
教
の
影
が
な
く
、
あ
く
ま
で
も
政
治
・
経
済
・
社
会
問
題
に
終
始
し
て
お
り
、
教
団
の
粛
清
が
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

…
…
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
、「
鮮せ
ん

卑ぴ

族
が
た
て
た
北
魏
の
、
太
武
帝
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
廃
仏
は
、
儒
教
に
も
と
づ
く
政
治
を
理
想
と
し
、
人
一
倍
の
仏
教
嫌
い
で
と
う

し
た
門
閥
出
身
の
宰
相
崔さ
い

浩こ
う

が
、
天
師
道
教
の
寇こ
う

謙け
ん

之し

と
手
を
む
す
ん
で
太
武
帝
を
籠ろ
う

絡ら
く

し
、
太
平
真
君
の
元
号
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
道
教
君
主
に
仕
立
て
あ
げ
た
成
果
で
あ

る
。」
と
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
悪
評
を
巻
き
お
こ
し
、
仏
教
徒
に
衝
撃
を
あ
た
え
反
感
を
招
い
た

最
初
の
廃
仏
棄き

釈し
ゃ
くも

、
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
寺
院
が
毀こ
ぼ

た
れ
、
僧
尼
が
還げ
ん

俗ぞ
く

と
な
っ
た
か
は
一
切
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
当

時
の
北
魏
は
山
東
・
河
南
ま
で
制
圧
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
都
が
は
る
か
北
辺
の
平
城
、
現
在
の
山
西
省
大
同
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
具
体
的
に
は
疑
問
が
残
る
の

で
あ
る
。」と
あ
る
が
、果
た
し
て
ど
の
程
度
ま
で
廃
仏
の
様
相
を
知
り
得
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、「（
後
周
世
宗
の
廃
仏
は
）三
武
の
法
難
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
儒
・

道
両
教
の
影
が
な
く
、
あ
く
ま
で
も
政
治
・
経
済
・
社
会
問
題
に
終
始
し
て
お
り
、
教
団
の
粛
清
が
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。」
と
あ
る
が
、
果
た
し
て
、「
三
武
の

法
難
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
儒
・
道
両
教
の
影
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
論
者
に
と
っ
て
平
成
二
十
年
四
月
以
前
に
未
聞
未
見
で
あ
っ
た
近

年
の
中
国
の
論
文（

（
（

と
春
本
説
と
の
比
較
検
討
を
し
て
、
春
本
説
の
妥
当
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

以
上
の
如
く
の
北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
の
論
考
を
こ
こ
に
試
み
て
み
た
い
。

二　
「
三
武
一
宗
の
法
難
」
と
「
北
魏
の
法
難
」　

先
ず
、「
三
武
一
宗
の
法
難
」
と
「
北
魏
の
法
難
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い（

（
（

。

中
国
仏
教
史
上
、
四
回
の
廃
仏
が
行
な
わ
れ
た
。
①
北
魏
、
太
武
帝
、
太
延
四
年
（
四
三
八
）、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）、
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）　

②
北
周
、
武
帝
、

二



北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

建
徳
三
年
（
五
七
四
）　

③
唐
、
武
宗
、
会
昌
五
年
（
八
四
五
）　

④
後
周
、
世
宗
、
顕
徳
二
年
（
九
五
五
）
で
あ
る
。
①
北
魏
の
太
武
帝
の
廃
仏（

（
（

は
、
太
武
帝
、
崔
浩
、
寇
謙
之

の
三
者
の
力
関
係
の
上
に
行
わ
れ
た
。
崔
浩
は
儒
者
で
あ
り
、
寇
謙
之
は
道
士
で
あ
る
。
崔
浩
は
中
華
思
想
に
よ
り
、
寇
謙
之
は
対
仏
教
と
言
う
こ
と
か
ら
廃
仏
に
肯
定
的
な
考

え
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
太
武
帝
は
仏
教
を
内
包
し
た
道
教
で
あ
る
寇
謙
之
の
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
る
。
従
っ
て
、
崔
浩
が
廃
仏
を
進
言
す
れ
ば
、
崔
浩
を

失
脚
さ
せ
よ
う
と
太
武
帝
は
考
え
る
。
仏
教
を
内
包
し
た
道
教
で
あ
る
新
天
師
道
の
寇
謙
之
は
完
膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
に
は
肯
定
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
崔
浩
、
寇
謙
之
に
完

膚
な
き
ま
で
の
廃
仏
断
行
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
「
滅
虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す

る
謠
言
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
謠
言―

図
讖―

僧
侶―

仏
教
」
の
密
接
な
連
関
の
も
と
に
、
図
讖
禁
絶
と
連
携
し
て
廃
仏
は
行
わ
れ
た
。
②
北
周

の
武
帝
の
廃
仏（

（
（

は
、
張
賓
（
道
士
）・
衛
元
嵩
（
還
俗
僧
）
が
立
役
者
で
あ
る
。
武
帝
は
「
黒
衣
當
王
。」
の
図
讖
に
類
す
る
讖
言
に
よ
り
仏
教
を
嫌
っ
て
い
た
。
張
賓
は
「
以
黒

釈
為
苦
國
忌
、
以
黄
老
為
國
祥
。」
と
し
、
衛
元
嵩
も
張
賓
と
同
様
に
共
に
進
言
し
た
。
武
帝
は
天
和
二
年
（
五
六
七
）
よ
り
建
徳
三
年
（
五
七
四
）
の
廃
仏
令
を
出
す
ま
で
、

有
徳
の
衆
僧
、
名
儒
道
士
、
文
武
百
官
に
三
教
の
優
劣
を
論
じ
さ
せ
た
。
張
賓
・
智
炫
の
論
争
を
経
て
、
仏
教
も
道
教
も
廃
棄
さ
れ
た
。
③
唐
の
武
宗
の
廃
仏（

（
（

は
、
趙
帰
真
（
道

士
）・
李
徳
裕
（
宰
相
）
が
立
役
者
で
あ
る
。
武
宗
は
会
昌
六
年
（
八
四
六
）
に
仙
薬
を
飲
ん
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
武
宗
は
道
教
を
尊
信
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
仏
教
を

廃
棄
し
た
い
と
言
う
考
え
が
固
よ
り
あ
っ
た
。
道
士
、
趙
帰
真
の
「
孔
子
説
云
。
李
氏
十
八
子
。
昌
運
方
盡
。
便
有
黒
衣
天
子
。
理
国
。（
唐
朝
は
十
八
代
で
昌
運
が
尽
き
て
黒

衣
の
天
子
に
な
る
で
あ
ろ
う
）。」（
円
仁
撰
『
入
唐
求
法
巡
礼
記
』
巻
第
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
第
七
十
二
巻　

史
伝
部
十
一　

１
２
５
頁
下　

遊
方
伝
叢
書
第
１
２
４
６
頁
上
）

と
の
図
讖
を
も
武
宗
は
受
け
入
れ
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。
④
後
周
の
世
宗
の
廃
仏（

（
（

は
、
前
者
の
三
つ
の
廃
仏
と
は
異
な
り
、
廃
仏
の
理
由
に
儒
・
佛
・
道
の
思
想
的
連
関
，
し
が
ら

み
は
な
い
。
主
に
僧
侶
の
堕
落
・
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
世
宗
の
富
国
強
兵
策
と
し
て
廃
仏
と
言
う
よ
り
も
仏
教
統
制
が
行
わ
れ
た
。
尚
、「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
称
謂
の
初

出
は
不
明（

（
（

。「
三
武
一
宗
」
な
ら
「
二
武
二
宗
」
で
も
可
と
す
べ
き
。
論
理
的
に
は
本
来
は
「
三
武
一
世
の
法
難
」
と
す
べ
き
。
因
み
に
、宋
、張
商
英
の
『
護
法
論
』
に
「
三
武
」、

『
佛
祖
統
紀
』
四
二
に
四
時
の
廃
仏
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

上
記
の
如
く
に
、「
三
武
の
法
難
」に
は
、︿
① 

北
魏
、太
武
帝
…
…
寇
謙
之（
道
士
）・
謠
言（
図
讖
）。
② 

北
周
、武
帝（
建
徳
三
年（
五
七
四
））…
…
張
賓（
道
士
）・
讖
言（
図
讖
）。

③ 

唐
、武
宗
（
会
昌
五
年
（
八
四
五
））
…
…
趙
帰
真
（
道
士
）・
図
讖
。﹀
の
よ
う
に
、奇
し
く
も
そ
れ
ぞ
れ
に
「
道
士
・
図
讖
」
と
の
関
係
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
道
士
」
は
「
道

教
」、「
図
讖
」
は
「
儒
教
」
と
の
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
北
周
・ 

唐
の
法
難
」
に
較
べ
て
「
北
魏
の
法
難
」
に
つ
い
て
の
論
考
が
多
く
論
者
に
は
存
在
す
る（

（（
（

。「
北
魏
の
法
難
」

は
太
武
帝
、
崔
浩
（
儒
者
）、
寇
謙
之
（
道
士
）
の
三
者
の
力
関
係
の
上
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
儒
・
道
両
教
の
影
響
の
も
と
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
事
は
否
定
し
難
い

事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
藤
善
眞
澄
著
『
隋
唐
時
代
の
仏
教
と
社
会　

弾
圧
の
狭
間
に
て
』（
白
帝
社　

二
〇
〇
四
年
十
月
一
日　

白
帝
社
ア
ジ
ア
史
選
書
〇
〇
五
）
の

八
頁
の
如
く
、「
鮮せ
ん

卑ぴ

族
が
た
て
た
北
魏
の
、
太
武
帝
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
廃
仏
は
、
儒
教
に
も
と
づ
く
政
治
を
理
想
と
し
、
人
一
倍
の
仏
教
嫌
い
で
と
う
し
た
門
閥
出

身
の
宰
相
崔さ
い

浩こ
う

が
、
天
師
道
教
の
寇こ
う

謙け
ん

之し

と
手
を
む
す
ん
で
太
武
帝
を
籠ろ
う

絡ら
く

し
、
太
平
真
君
の
元
号
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
道
教
君
主
に
仕
立
て
あ
げ
た
成
果
で
あ
る
。」
と
言

う
の
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
為
政
者
で
あ
る
太
武
帝
に
廃
仏
の
思
想
が
な
く
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道

三
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の
信
仰
者
で
あ
る
太
武
帝
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仏
教
養
護
派
な
の
で
あ
る
か
ら
、
側
近
の
崔
浩
が
い
く
ら
廃
仏
、
廃
仏
と
唱
え
て
み
て
も
、
そ
れ
が
易
々
と
受
け
入
れ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
廃
仏
を
崔
浩
が
太
武
帝
に
進
言
す
れ
ば
進
言
す
る
程
、
太
武
帝
に
と
っ
て
は
そ
の
言
を
受
け
入
れ
る
よ
り
も
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に

気
持
ち
が
傾
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
崔
浩
の
進
言
の
通
り
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
進
言
を
聞
き
入
れ
た
太
武
帝
に
崔
浩
の
進
言

以
外
に
廃
仏
断
行
の
強
い
理
由
、
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
何
か
、
と
言
う
こ
と
を
太
武
帝
、
崔
浩
、
寇
謙
之
の
考
え
方
を
明
確
に
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
関
係
を
考
え
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、「
魏
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
で
あ
る
」
の
謠
言
が
許
せ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
。

蓋
呉
と
通
謀
し
て
い
た
長
安
の
一
寺
院
は
壊
滅
し
て
然
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
一
寺
院
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
仏
教
全
て
を
廃
棄
し
た
の
は
崔
浩
の
進
言
が
あ
っ
た
と
は
言
う
も

の
の
そ
れ
が
決
定
的
な
理
由
で
は
な
い
。
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
を
信
仰
す
る
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
が
廃
仏
の
断
を
下
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
太
武
帝

自
身
の
武
功
を
第
一
に
考
え
る
太
武
帝
の
決
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
廃
仏
の
行
わ
れ
た
真
の
決
定
的
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
崔
浩
の
進
言
に
よ
り
廃
仏
が

行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
武
帝
自
身
に
廃
仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
武
帝
の
側
近
で
あ
る
崔
浩
は
太
武

帝
の
廃
仏
断
行
の
後
押
し
を
し
た
形
な
の
で
あ
る
。従
っ
て
、上
述
の
藤
善
眞
澄
先
生
の
よ
う
に
だ
け
言
う
の
は
問
題
が
あ
り
、正
鵠
を
得
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

北
魏
法
難
の
様
相

北
魏
法
難
の
様
相
は
如
何
様
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
こ
に
述
べ
て
み
た
い
。

北
魏
の
法
難
は
都
合
、
三
回（

（（
（

行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
） 

太
延
四
年
（
四
三
八
）
…
…
太
武
帝
が
五
十
歳
以
下
の
沙
門
の
還
俗
を
命
じ
た
。（『
魏
書
』
巻
四
上
、
世
祖
紀
第
四
上
・『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
三
、
宋
紀
五
、
文
帝

元
嘉
十
五
年
）
…
…
こ
れ
は
、『
魏
書
』
巻
四
上
、
世
祖
紀
第
四
上
に
、「（
太
延
四
年
）
癸
未
、
罷
沙
門
五
十
已
下
。」
と
あ
る
。
更
に
、『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
三
、
宋
紀
五
、

文
帝
元
嘉
十
五
年
に
、「（
元
嘉
十
五
年
）
三
月
、
癸
未
、
魏
主
詔
罷
沙
門
年
五
十
以
下
者
。（
胡
三
省
注
：
以
其
強
壮
、
罷
使
為
民
、
以
従
征
役
）」
と
あ
る
。
太
延
四
年
は
劉
宋

の
元
嘉
十
五
年
と
同
年
で
あ
り
、
四
三
八
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
四
三
八
年
に
五
十
才
以
下
の
僧
侶
の
還
俗
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
…
…
役
・
租
調
と
の
関
係
。

（
（
） 

太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
…
…
太
武
帝
が
沙
門
・
師
巫
（
巫
覡
）
の
妖
怪
の
言
を
禁
じ
、
更
に
沙
門
・
師
巫
（
巫
覡
）
の
私
養
を
禁
じ
た
。（『
魏
書
』
巻
四
下
、
世

祖
紀
第
四
下
・『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
四
、
宋
紀
六
、
文
帝
元
嘉
二
十
一
年
）
…
…
こ
れ
は
、『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
に
、「
戊
申
、
詔
曰
、『
愚
民
無
識
、
信
惑
妖
邪
、

私
養
師
巫
、
挟
蔵
讖
記
、
陰
陽
、
図
緯
、
方
伎
之
書
、
又
沙
門
之
徒
、
仮
西
戎
虚
誕
、
生
致
妖
孽
。
非
所
以
壱
斉
政
化
、
布
淳
徳
於
天
下
也
、
自
王
公
已
下
至
於
庶
人
、
有
私
養
沙
門
、

師
巫
及
金
銀
工
巧
之
人
在
其
家
者
、皆
遣
詣
曹
、不
得
容
匿
。
限
今
年
二
月
十
五
日
、過
期
不
出
、師
巫
、沙
門
身
死
、主
人
門
誅
。
明
相
宣
告
、咸
使
聞
知
。』
と
あ
る
。
更
に
、『
資

四
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治
通
鑑
』
巻
百
二
十
四
、
宋
紀
六
、
文
帝
元
嘉
二
十
一
年
に
、「（
嘉
二
十
一
年
）
戊
申
、
魏
主
詔
、『
王
、
公
以
下
至
庶
人
、
有
私
養
沙
門
、
巫
覡
於
家
者
、（
胡
三
省
注
：
男
曰
巫
、

女
曰
覡
、
覡
、
刑
狄
翻
、） 

皆
遣
詣
官
曹
、
過
二
月
十
五
日
不
出
、
沙
門
、
巫
覡
死
、
主
人
門
誅
。』（
胡
三
省
注
：
門
誅
者
、
闔
門
尽
誅
之
）」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
太
平
真

君
五
年
（
四
四
四
）
に
太
武
帝
が
沙
門
・
師
巫
（
巫
覡
）
の
妖
怪
の
言
を
禁
じ
、
更
に
沙
門
・
師
巫
（
巫
覡
）
の
私
養
を
禁
じ
た
。
師
巫
は
讖
記
、
陰
陽
、
図
緯
、
方
伎
の
書
に

精
通
し
て
お
り
、
妖
孽
を
生
致
す
る
も
の
で
、
政
化
を
一
斉
に
し
、
淳
徳
を
天
下
に
布
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
図
讖
、
緯
書
を
禁
絶
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
廃
仏
・
図
讖
禁
絶
。

（
（
） 
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
…
…
太
武
帝
が
堂
塔
伽
藍
を
悉
く
破
却
し
て
仏
図
及
び
胡
経
を
み
な
撃
破
焚
焼
す
べ
き
こ
と
、
及
び
沙
門
は
少
長
と
な
く
悉
く
生
き
埋

め
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。（『
魏
書
』
巻
百
十
四
、
釈
老
志
、
太
平
真
君
七
年
三
月
・『
高
僧
伝
』
巻
十
曇
始
伝
（
大
正
五
十
・
三
九
二
中
））
…
…
こ
れ
は
、『
魏
書
』
巻

百
十
四
、
釈
老
志
、
太
平
真
君
七
年
三
月
に
、「
自
今
以
後
、
敢
有
事
胡
神
及
造
形
像
泥
人
、
銅
人
者
、
門
誅
。
雖
言
胡
神
、
問
今
胡
人
、
共
云
無
有
。
皆
是
前
世
漢
人
無
頼
子

弟
劉
元
真
、
呂
伯
強
之
徒
、
接
乞
胡
之
誕
言
、
用
老
荘
之
虚
仮
、
附
而
益
之
。
皆
非
真
実
。
至
使
王
法
廃
而
不
行
。
蓋
大
姦
之
魁
也
。
有
非
常
之
人
、
然
後
能
行
非
常
之
事
。
非

朕
孰
能
去
此
歴
代
之
偽
物
。
有
司
宣
告
征
鎮
諸
軍
、刺
吏
、諸
有
仏
図
形
像
及
胡
経
、尽
皆
撃
破
焚
焼
、沙
門
無
少
長
悉
坑
之
。」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）

に
堂
塔
伽
藍
を
悉
く
破
却
し
て
仏
図
及
び
胡
経
を
み
な
撃
破
焚
焼
す
べ
き
こ
と
、
及
び
、
沙
門
は
少
長
と
な
く
悉
く
生
き
埋
め
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、『
高

僧
伝
』
巻
十
曇
始
伝
（
大
正
五
十
・
三
九
二
中
）
に
、「
燾
既
惑
其
言
、
以
偽
太
平
七
年
、
遂
毀
滅
仏
法
。
分
遣
軍
兵
焼
掠
寺
舎
、
統
内
僧
尼
悉
令
罷
道
。
其
有
竄
逸
者
、
皆
遣
人

追
捕
、
得
必
梟
斬
。
一
境
之
内
無
復
沙
門
。」
と
あ
る
。
こ
こ
に
、「
軍
兵
を
分
遣
し
て
寺
舎
を
焼
き
掠
奪
し
、
僧
尼
は
悉
く
還
俗
せ
し
め
、
も
し
逃
げ
か
く
れ
た
者
が
あ
れ
ば
、

追
捕
し
て
さ
ら
し
首
に
し
た
。
一
境
の
内
、ま
た
沙
門
な
し
。」
と
あ
る
よ
う
に
、北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
が
如
何
に
完
膚
な
き
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

…
…
廃
仏
。

以
上
の
事
か
ら
、前
述
の
藤
善
眞
澄
著
『
隋
唐
時
代
の
仏
教
と
社
会　

弾
圧
の
狭
間
に
て　

』（
白
帝
社　

二
〇
〇
四
年
十
月
一
日　

白
帝
社
ア
ジ
ア
史
選
書
〇
〇
五
）
の
八
・
九

頁
に
、「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
悪
評
を
巻
き
お
こ
し
、
仏
教
徒
に
衝
撃
を
あ
た
え
反
感
を
招
い
た
最
初
の
廃
仏
棄き

釈し
ゃ
くも
、
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、

ど
れ
ほ
ど
の
寺
院
が
毀こ
ぼ

た
れ
、
僧
尼
が
還げ
ん

俗ぞ
く

と
な
っ
た
か
は
一
切
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
北
魏
は
山
東
・
河
南
ま
で
制
圧
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
都
が
は
る
か
北
辺
の
平

城
、
現
在
の
山
西
省
大
同
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
具
体
的
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
が
、
上
記
に
述
べ
た
事
か
ら
、「
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
」
と
理

解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
本
論
考
に
於
い
て
論
者
は
考
え
る
。
し
か
し
、
藤
善
眞
澄
先
生
の
御
指
摘
も
一
理
は
あ
る
と
は
考
え
て
い
る
。

春
本
の
新
説
は
『
宋
書
』
索
虜
伝
に
、「
先
是
虜
中
謠
言
、「
滅
虜
者
呉
也
。」
燾
甚
悪
之
。
二
十
三
年
、
北
地
濾
水
蓋
呉
、
年
二
十
九
、
於
杏
城
天
台
挙
兵
反
虜
、
諸
戎
夷
普

並
響
応
、
有
衆
十
余
万
。
燾
聞
呉
反
悪
其
名
、
累
遣
軍
撃
之
輒
敗
。」
と
あ
り
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
立
説
し
て
い
る
。
南
朝
宋
、
文
帝
の
元
嘉
二
十
三
年
、
四
四
六
年
は
北
朝

北
魏
、太
平
真
君
七
年
に
相
当
す
る
。「
虜
」
と
は
『
漢
語
大
詞
典
』（
汉
语
大
词
典
出
版
社　

一
九
九
七
年
）
五
○
八
五
頁
に
、「
❻
古
时
对
北
方
外
族
或
南
人
对
北
方
人
的
蔑
称
。」

と
あ
る
。
更
に
、「
謠
言
」
と
は
讖
言
、
緯
書
の
類
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
図
讖
で
あ
る
。
従
っ
て
、︿「
虜
（
北
魏
）」
を
滅
ぼ
す
も
の
は
「（
蓋
）
呉
」
で
あ
る
﹀
と
の
「
謠
言
（
図

讖
）」
を
「
燾
（
太
武
帝
）」
は
甚
だ
憎
ん
だ
の
で
あ
る
。
北
魏
の
法
難
は
、
太
武
帝
、
崔
浩
、
寇
謙
之
の
三
者
の
思
想
を
十
分
に
把
握
し
て
廃
仏
の
真
相
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

五
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な
い
。
春
本
の
新
説
で
は
次
の
如
く
考
え
る
。
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
為
政
者
で
あ
る
太
武
帝
に
廃
仏
の
思
想
が
な
く
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
の
信
仰

者
で
あ
る
太
武
帝
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仏
教
養
護
派
な
の
で
あ
る
か
ら
、
側
近
の
崔
浩
が
い
く
ら
廃
仏
、
廃
仏
と
唱
え
て
み
て
も
、
そ
れ
が
易
々
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
逆
に
、
廃
仏
を
崔
浩
が
太
武
帝
に
進
言
す
れ
ば
進
言
す
る
程
、
太
武
帝
に
と
っ
て
は
そ
の
言
を
受
け
入
れ
る
よ
り
も
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に
気
持
ち

が
傾
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
崔
浩
の
進
言
の
通
り
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
進
言
を
聞
き
入
れ
た
太
武
帝
に
崔
浩
の
進
言
以
外
に

廃
仏
断
行
の
強
い
理
由
、
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
何
か
、
と
言
う
こ
と
を
太
武
帝
、
崔
浩
、
寇
謙
之
の
考
え
方
を
明
確
に
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
関
係
を
考
え
、突
き
詰
め
て
い
く
と
、武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、「
魏
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
で
あ
る
」
の
謠
言
が
許
せ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
。

蓋
呉
と
通
謀
し
て
い
た
長
安
の
一
寺
院
は
壊
滅
し
て
然
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
一
寺
院
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
仏
教
全
て
を
廃
棄
し
た
の
は
崔
浩
の
進
言
が
あ
っ
た
と
は
言
う
も

の
の
そ
れ
が
決
定
的
な
理
由
で
は
な
い
。
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
を
信
仰
す
る
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
が
廃
仏
の
断
を
下
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
太
武
帝

自
身
の
武
功
を
第
一
に
考
え
る
太
武
帝
の
決
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
廃
仏
の
行
わ
れ
た
真
の
決
定
的
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
崔
浩
の
進
言
に
よ
り
廃
仏
が

行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
武
帝
自
身
に
廃
仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
武
帝
の
側
近
で
あ
る
崔
浩
は
太
武

帝
の
廃
仏
断
行
の
後
押
し
を
し
た
形
な
の
で
あ
る
。
先
の
『
宋
書
』
索
虜
伝
に
南
朝
宋
、
文
帝
の
元
嘉
二
十
三
年
、
四
四
六
年
に
「
燾
（
太
武
帝
）」
は
蓋
呉
を
敗
っ
た
と
あ
る
。

従
っ
て
、︿（
（
）
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）﹀
や
︿（
（
）
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）﹀
に
、︿「
虜
（
北
魏
）」
を
滅
ぼ
す
も
の
は
「（
蓋
）
呉
」
で
あ
る
﹀
と
の
「
謠
言
（
図
讖
）」

を
「
燾
（
太
武
帝
）」
は
甚
だ
憎
ん
だ
の
で
廃
仏
が
行
わ
れ
た
と
春
本
説
で
は
考
え
る
。
そ
し
て
、︿（
（
）
太
延
四
年
（
四
三
八
）﹀
は
『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
三
、
宋
紀
五
、

文
帝
元
嘉
十
五
年
に
、「（
元
嘉
十
五
年
）
三
月
、
癸
未
、
魏
主
詔
罷
沙
門
年
五
十
以
下
者
。（
胡
三
省
注
：
以
其
強
壮
、
罷
使
為
民
、
以
従
征
役
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
胡
三
省
の

注
に
、「
以
其
強
壮
、
罷
使
為
民
、
以
従
征
役
」
と
あ
る
如
く
、
太
武
帝
が
征
役
（
賦
税
と
徭
役
。
租
税
と
義
務
労
働
。）
の
為
に
五
十
歳
以
下
の
沙
門
の
還
俗
を
命
じ
た
の
だ
と

考
え
る
。

四　

春
本
説
と
中
国
の
説

（
一
） 

春
本
説

こ
れ
ま
で
の
論
者
の
説
で
あ
る
「
北
魏
法
難
に
つ
い
て
の
新
説
（
春
本
説
）」
を
述
べ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

春
本
説
を
立
説
形
成
す
る
の
に
用
い
た
日
本
、
中
国
の
諸
研
究
文
献
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

日
本
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北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

①　

久
保
田
量
遠
著
『
支
那
儒
道
仏
三
教
史
論
』（
東
方
書
院　

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
））

②　

塚
本
善
隆
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
」（『
支
那
仏
教
史
学
』
一―

四　

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
））

③　

塚
本
善
隆
「
中
国
の
仏
教
迫
害
（
三
武
一
宗
の
廃
仏
）」（『
講
座
仏
教
Ⅳ
中
国
仏
教
』
大
蔵
出
版
株
式
会
社　

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
十
三
年
））

④　

横
超
慧
日
「
北
魏
仏
教
の
基
本
的
課
題
」（
横
超
慧
日
編
『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店　

一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
年
））

⑤　

安
居
香
山
「
漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
図
讖
と
仏
教―

―

特
に
僧
伝
を
中
心
と
し
て―

―
｣

（
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
著
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』
国
書
刊
行
会　

一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
））

⑥　

佐
藤
智
水
「
北
魏
廃
仏
論
序
説
」（『
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
史
学
篇
』
三
十
九　

一
九
七
九
年
（
昭
和
五
十
四
年
））

⑦　

鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
三
巻
（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
四
年
（
昭
和
五
十
九
年
）　

第
四
章　

北
魏
の
仏
教　

第
二
節　

北
魏
の
仏
教
）

⑧　

松
丸
道
雄
他
編
『
世
界
歴
体
系　

中
国
史　

三
国
～
唐　

（
』（
山
川
出
版
社　

一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）　

第
三
章　

南
北
朝　

（　

北
朝
の
政
治
（
窪
添
慶
文
））

⑨　

串
田
久
治
著
『
中
国
古
代
の
「
謠
」
と
「
予
言
」』（
創
文
社　

一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
））

⑩　

野
上
俊
静
・
小
川
貫
弌
・
牧
田
諦
亮
・
野
村
耀
昌
・
佐
藤
達
玄
著
『
仏
教
史
概
説　

中
国
篇
』（
平
楽
寺
書
店　

一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十
三
年
）　

第
四
章
南
北
朝
の
仏

教―

教
団
の
発
展
と
儒
道
二
教―

９　

北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
）

⑪　

平
川
彰
著
『
イ
ン
ド　

中
国　

日
本　

仏
教
通
史
』（
春
秋
社　

一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）　

第
三
章
中
国
仏
教　

二　

羅
什
及
び
南
北
朝
の
仏
教　

国
家
と
仏
教
）

中
国

①　

杜
士
鉾
主
編
『
北
魏
史
』（
山
西
高
校
聯
合
出
版
社　

一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）　
（
楊
国
勇
））

②　

任
継
愈
主
編
『
定
本　

中
国
仏
教
史
Ⅲ
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社　

一
九
八
八
年
（
昭
和
六
十
三
年
）　

柏
書
房　

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
））

③　

鄺
利
安
編
著
『
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
論
文
書
目
引
得
』（
台
湾
中
華
書
局
印
行
、
中
華
民
国
七
四
年
、
一
九
八
五
年
（
昭
和
六
十
年
））

④　

呂
宗
力
（
訳　

李
雲
・
中
村
敞
子
）「
両
晋
南
北
朝
よ
り
隋
に
至
る
図
讖
を
禁
絶
す
る
歴
史
の
真
相
」（『
中
村
璋
八
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
汲
古
書
院　

一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
））

以
上
の
諸
研
究
文
献
資
料
を
も
と
に
新
説
で
あ
る
春
本
説
を
構
築
し
た
。
そ
の
新
説
で
あ
る
春
本
説
の｢

北
魏
法
難
の
研
究｣

関
係
の
諸
論
文（

（（
（

の
主
張
を
纏
め
て
述
べ
る
と
次

の
如
く
で
あ
る
。

安
居
香
山
先
生
の
論
文
に｢

漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
図
讖
と
仏
教―

特
に
僧
伝
を
中
心
と
し
て―

｣
（
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
著
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
）
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
①
北
魏
、
太
武
帝
（
太
延
四
年
（
四
三
八
）、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）、
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
））、
②
北
周
、
武

帝
（
建
徳
三
年
（
五
七
四
））、
③
唐
、
武
宗
（
会
昌
五
年
（
八
四
五
））、
④
後
周
、
世
宗
（
顕
徳
二
年
（
九
五
五
））、
の
所
謂
「
三
武
一
宗
」
の
法
難
の
第
一
番
目
に
相
当
す
る
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大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
四
輯

北
魏
、
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
図
讖
の
禁
絶
を
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
安
居
先
生
は
前
掲
の
論
文｢

漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
図
讖
と
仏
教―

特
に
僧
伝
を
中

心
と
し
て―

｣

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
師
巫
達
と
同
様
、
沙
門
達
も
又
何
等
か
の
徴
験
的
呪
術
的
行
為
を
為
し
、
そ
の
為
に
は
図
讖
方
伎
の
書
等
に
も
依
っ

た
事
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
事
が
、
社
会
人
心
に
与
え
る
害
悪
は
数
多
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
禁
止
の
詔
が
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
し
て
仏
教
の
僧

侶
と
図
讖
と
の
関
係
を
述
べ
、
更
に
「
太
平
真
君
七
年
の
廃
仏
な
ど
も
、
漢
族
士
大
夫
階
級
の
崔
浩
の
政
治
的
進
出
、
と
言
う
直
接
原
因
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
又
こ
う
し
た
沙

門
達
の
堕
落
も
、
一
遠
因
と
な
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。」
と
廃
仏
が
「
主
」
で
図
讖
禁
絶
が
「
従
」、
で
あ
る
と
し
て
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
従
来
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
つ
い
て
は
塚
本
善
隆
博
士
の
論
文
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
」（『
支
那
仏
教
史
学
』
一―

四　

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
）、『
塚

本
善
隆
著
作
集
』
第
二
巻
第
二
章
）
に
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
る
」
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
安
居
先
生
も
「
太
平
真
君
七
年
の
廃
仏
な
ど
も
、
漢
族
士

大
夫
階
級
の
崔
浩
の
政
治
的
進
出
、
と
言
う
直
接
原
因
…
…
」
と
述
べ
て
塚
本
先
生
の
説
を
「
是
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
横
超
慧
日
博
士
の
論
文
「
北
魏
仏
教
の

基
本
的
課
題
」（
横
超
慧
日
編
『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店　

一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
年
）　

第
一
篇　

思
想
編
）
に
も
、「
た
ま
た
ま
蓋
呉
の
反
を
以
て
関
中
が
騒

動
し
た
機
会
に
、
沙
門
が
蓋
呉
と
通
謀
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
嫌
疑
か
ら
、
教
団
に
対
し
て
大
弾
圧
が
加
え
ら
れ
る
端
緒
が
作
ら
れ
た
。
か
ね
て
帝
室
に
帰
依
せ
ら
れ
て

い
た
道
教
の
中
に
道
士
寇
謙
之
と
い
う
人
物
が
現
わ
れ
、
且
つ
こ
れ
を
信
奉
す
る
司
徒
崔
浩
が
排
仏
論
を
主
張
し
た
た
め
、
禍
乱
平
定
に
急
な
る
太
武
帝
の
心
は
こ
れ
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
が
、
仏
教
の
虚
誕
妖
孽
と
い
う
非
難
に
よ
り
定
着
後
日
な
お
浅
い
信
仰
界
に
一
大
衝
撃
を
与
え
る
大
事
件
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
沙
門
は
少

長
と
な
く
悉
く
之
を
坑
に
せ
よ
と
い
う
詔
と
な
っ
て
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。
時
に
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
史
上
三
武
一
宗
の
法
難
と
言
わ
れ
る

第
一
次
の
廃
仏
事
件
で
あ
る
。」と
あ
り
、崔
浩
が
排
仏
論
を
主
張
し
た
た
め
に
太
武
帝
の
心
は
動
か
さ
れ
廃
仏
事
件
が
お
き
た
の
だ
と
し
て
い
る
。こ
れ
も
塚
本
先
生
の
説
を「
是
」

と
し
て
踏
ま
え
て
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
鎌
田
茂
雄
博
士
著
『
中
国
仏
教
史
』
第
三
巻　

東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
四
年
（
昭
和
五
十
九
年
）　

第
四
章
、
北
朝
の
仏
教
、
第

二
節
、
北
魏
の
廃
仏
）
に
、「
廃
仏
を
進
言
し
、
そ
れ
を
推
進
し
た
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
っ
た
」、「
崔
浩
が
太
武
帝
に
推
薦
し
、
太
武
帝
を
し
て
道
教
を
重
ん
じ
る
天
子
に
変
え
、

廃
仏
に
踏
み
き
ら
せ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
の
が
寇
謙
之
で
あ
る
」
と
あ
る
。
鎌
田
先
生
も
塚
本
先
生
、
安
居
先
生
や
横
超
先
生
と
同
様
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
為
政
者
で
あ
る
太
武
帝
に
廃
仏
の
思
想
が
な
く
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天

師
道
の
信
仰
者
で
あ
る
太
武
帝
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仏
教
養
護
派
な
の
で
あ
る
か
ら
、
側
近
の
崔
浩
が
い
く
ら
廃
仏
、
廃
仏
と
唱
え
て
み
て
も
、
そ
れ
が
易
々
と
受
け
入
れ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
廃
仏
を
崔
浩
が
太
武
帝
に
進
言
す
れ
ば
進
言
す
る
程
、
太
武
帝
に
と
っ
て
は
そ
の
言
を
受
け
入
れ
る
よ
り
も
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方

向
に
気
持
ち
が
傾
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
崔
浩
の
進
言
の
通
り
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
進
言
を
聞
き
入
れ
た
太
武
帝
に
崔
浩
の

進
言
以
外
に
廃
仏
断
行
の
強
い
理
由
、
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
何
か
、
と
言
う
こ
と
を
崔
浩
、
寇
謙
之
、
太
武
帝
の
考
え
方
を
明
確

に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
考
え
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、「
魏
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
で
あ
る
」
の
謠
言
が
許
せ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ

ろ
に
行
き
着
く
。
蓋
呉
と
通
謀
し
て
い
た
長
安
の
一
寺
院
は
壊
滅
し
て
然
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、一
寺
院
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、仏
教
全
て
を
廃
棄
し
た
の
は
崔
浩
の
進
言
が
あ
っ

八



北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

た
と
は
言
う
も
の
の
そ
れ
が
決
定
的
な
理
由
で
は
な
い
。
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
を
信
仰
す
る
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
が
廃
仏
の
断
を
下
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
太
武
帝
自
身
の
武
功
を
第
一
に
考
え
る
太
武
帝
の
決
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
廃
仏
の
行
わ
れ
た
真
の
決
定
的
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
崔
浩
の
進
言

に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
武
帝
自
身
に
廃
仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
武
帝
の
側
近
で
あ

る
崔
浩
は
太
武
帝
の
廃
仏
断
行
の
後
押
し
を
し
た
形
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
は
な
く
、
太
武
帝
自
身
で
あ
る
。」
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

中
国
に
於
い
て
は
、
鄺
利
安
編
著
『
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
論
文
書
目
引
得
』（
台
湾
中
華
書
局
印
行　

中
華
民
国
七
四
年　

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
十
年
））
に
は
北
魏
法
難
の

研
究
論
文
は
な
い
。
杜
士
鉾
主
編
『
北
魏
史
』（
山
西
高
校
聠
合
出
版
社
、
一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）（
楊
国
勇
））、
任
継
愈
主
編
『
定
本　

中
国
仏
教
史
Ⅲ
』（
中
国
社
会
科

学
出
版
社　

一
九
八
八
年
（
昭
和
六
十
三
年
）　

柏
書
房　

一
九
九
四
年
（
平
成
四
年
））
に
よ
れ
ば
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
原
因
の
一
つ
は
仏
道
二
教
の
対
立
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
日
本
に
於
い
て
は
、
塚
本
先
生
の
論
文
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
」
に
よ
り
、
安
居
先
生
の
論
文｢

漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
図
讖
と
仏
教―

特
に
僧

伝
を
中
心
と
し
て―

｣

、
横
超
先
生
の
論
文
「
北
魏
仏
教
の
基
本
的
課
題
」、
鎌
田
先
生
の
著
書
『
中
国
仏
教
史
』
第
三
巻
、
等
々
、
現
行
の
諸
論
文
、
諸
書
に
「
廃
仏
の
中
心
人

物
は
崔
浩
で
あ
る
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
廃
仏
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
の
仏
道
二
教
の
対
立
は
、
あ
ま
り
、
鮮
明
に
は
謳
わ
れ
て
は
い
な
い
。
拙
論
に
お
い
て
は
、
北
魏

太
武
帝
の
廃
仏
は
、
仏
道
二
教
の
対
立
に
よ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
廃
仏
の
原
因
の
一
つ
が
仏
道
二
教
の
対

立
構
造
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
太
武
帝
は
寇
謙
之
を
信
仰
し
て
お
り
、
寇
謙
之
は
仏
教
廃
棄
に
反
対
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
漢

人
宰
相
の
崔
浩
の
進
言
も
廃
仏
断
行
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
、
と
は
拙
論
で
も
考
え
て
は
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
塚
本
善
隆
博
士
の
説
の
よ
う
に
、「
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩

で
あ
る
」
と
し
て
は
説
明
の
つ
か
な
い
こ
と
が
生
じ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
寇
謙
之
の
新
天
師
道
を
尊
信
す
る
北
魏
太
武
帝
に
い
く
ら
廃
仏
を

崔
浩
が
進
言
し
て
み
て
も
聞
き
入
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
り
、
廃
仏
を
崔
浩
が
進
言
す
れ
ば
進
言
す
る
程
、
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に
太
武
帝
の
気
持
は
傾
い

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
上
述
の
拙
論
の
主
張
は
、
先
の
、
中
国
や
日
本
の
従
来
の
説
に
対
し
て
、

新
説
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
諸
説
と
比
較
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。「
北
魏
の
図
讖
禁
絶―

特
に
太
武
帝
時
に
つ
い
て―

」（
二
〇
〇
七
年
（
平
成
十
九
年
）
三
月
『
大
正

大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
二
号
）
の
注

（（0）
に
次
の
如
く
述
べ
た
。「
拙
論
の
説
は
塚
本
善
隆
博
士
の
説
に
疑
問
を
抱
き
、
安
居
香
山
博
士
、
佐
藤
智
水
先
生
の
説
に
示
唆
を
得
、

勘
案
し
て
気
付
い
て
出
て
き
た
新
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
理
由
は
同
一
で
あ
る
も
の
に
よ
る
も
の
だ
と
し
た
独
創
的
な
発
見
の
新
説
で
あ
る
。
ま
た
、
呂
宗

力
博
士
の
説
は
拙
論
の
新
説
を
知
っ
た
上
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
呂
宗
力
博
士
の
論
文
の
題
目
か
ら
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
旨
に
当
て
は
ま
ら
な
い
廃
仏
の
理
由
に
つ

い
て
の
明
確
な
言
及
は
、
呂
宗
力
博
士
の
論
文
に
見
当
た
ら
な
い
。
因
に
、
拙
論
の
説
と
諸
先
生
方
の
説
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
表
に
し
て
示
し
て
み
る
と
次
の
如

く
で
あ
る
。」
で
あ
る
。
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以
上
で
あ
る
。

（
二
） 

中
国
の
説

北
京
大
學
か
ら
の
大
正
大
学
留
学
生
で
あ
る
孟
慶
楠（

（（
（

が
紹
介
し
た
、
論
者
に
と
っ
て
平
成
二
十
年
四
月
以
前
に
は
未
聞
未
見
で
あ
っ
た
、
北
魏
法
難
に
つ
い
て
の
近
年
の
中
国

の
論
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

塚
本
善
隆
説

佐
藤
智
水
説

安
居
香
山
説

呂
宗
力
説

春
本
秀
雄
説

崔浩が廃仏の中心人物である。 ○ ○ ○ − ×

太武帝が中心人物である。 × × × − ○

「魏を滅ぼすものは呉である」という
謠言が廃仏の原因となっていると考え
ている。

− ○ − − ○

「魏を滅ぼすものは呉である」という
謠言が図讖禁絶の原因となっていると
考えている。

− − − ○ ○

僧侶と図讖とが密接な関係にある。 − − ○ ○ ○

一
〇



北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

①　

向
燕
南
「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
考
辨
」《
北
京
师
范
大
学
学
报
（
社
会
科
学
版
）》
一
九
九
四
年
第
二
期
。

②　

栾
贵
川
「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
新
论
」《
中
国
史
研
究
》
一
九
九
七
年
第
二
期
。

③　
孙
晓
莹
「
浅
析
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
」《
当
代
宗
教
研
究
》
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
。

④　
张
箭
「
论
导
致
北
魏
灭
佛
的
直
接
原
因
暨
罪
证
」《
西
南
民
族
学
院
学
报
（
哲
学
社
会
科
学
版
）》
二
〇
〇
〇
年
第
十
二
期
。

⑤　

李
春
祥
「
北
魏
太
武
帝
与
周
武
帝
灭
佛
之
异
同
」《
通
化
师
范
学
院
学
报
》
二
〇
〇
一
年
第
二
十
二
卷
第
三
期
。

⑥　

劉
淑
芬
「
從
民
族
史
的
角
度
看
太
武
滅
佛
」《
中
央
研
究
院
歷
史
语
言
研
究
所
集
刊
》
二
〇
〇
一
年
三
月
。

⑦　

李
玉
芳
「
北
魏
太
武
帝
灭
佛
原
因
浅
析
」《
宜
宾
学
院
学
报
》
二
〇
〇
四
年
第
四
卷
第
一
期
。

⑧　

王
勇
「
太
武
帝
大
规
模
〝
灭
佛
〟
原
因
初
探
」《
燕
北
师
范
学
院
学
报
》
二
〇
〇
四
年
第
四
期
。

⑨　
陈
燕
「
北
魏
太
武
帝
崇
道
抑
佛
的
回
顾
与
反
思
」《
云
南
民
族
大
学
学
报
（
哲
学
社
会
科
学
版
）》
二
〇
〇
五
年
第
四
期
。

⑩　

王
勇
「
北
魏
前
期
佛
教
文
化
初
探
」《
晋
中
学
院
学
报
》
二
〇
〇
五
年
第
二
期
。

⑪　

肖
黎
「
论
北
朝
的
两
次
灭
佛
斗
争
」《
河
北
学
刊
》
一
九
九
二
年
第
一
期
。

⑫　

施
光
明
「
北
朝
的
寺
院
经
济
和
反
佛
浪
潮
」《
浙
江
学
刊
》
一
九
九
三
年
第
一
期
。

⑬　

吴
平
「
北
朝
的
兴
佛
与
灭
佛
」《
华
夏
文
化
》
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
。

⑭　
韩
毅
「
对
〝
三
武
废
佛
〟
与
佛
教
寺
院
地
主
所
有
制
经
济
发
展
道
路
问
题
的
几
点
思
考
」《
天
水
师
院
学
报
》
二
〇
〇
〇
年
第
二
期
。

⑮　
张
箭
「
三
武
一
宗
灭
佛
研
究
」
四
川
大
学
博
士
论
文　

二
〇
〇
一
年
。

⑯　

理
净
「〝
三
武
一
宗
〟
法
难
引
起
的
反
思
」《
五
台
山
研
究
》
二
〇
〇
四
年
第
三
期
。

⑰　

袁
文
良
「
中
国
历
史
上
的
〝
三
武
灭
佛
〟
事
件
」《
文
史
天
地
》
二
〇
〇
七
年
第
八
期
。

こ
れ
等
の
論
文
の
主
張
を
概
ね
分
類
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

〔
（
〕
蓋
呉
の
反
乱
等
の
民
族
起
義
が
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い
勢
力
で
あ
っ
た
為
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。
…
…
（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
①
・
②
・
④
・
⑥
・
⑨
・
⑮
（
の

論
文
）。

〔
（
〕
道
教
君
主
で
あ
る
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝
は
廃
仏
を
行
っ
た
。
廃
仏
の
原
因
を
佛
道
二
教
の

対
立
と
捉
え
る
。
…
…
（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
⑦
・
⑧
・
⑨
・
⑪
・
⑬
・
⑯
・
⑰
（
の
論
文
）。

〔
（
〕
僧
尼
の
増
加
等
に
よ
る
北
魏
社
会
経
済
へ
の
圧
迫
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。
…
…
（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
③
・
⑧
・
⑨
・
⑫
・
⑭
（
の
論
文
）。

〔
（
〕
北
魏
法
難
以
前
の
崇
佛
・
崇
道
の
実
態
…
…
（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
⑩
（
の
論
文
）。

一
一
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〔
（
〕
論
者
未
見
の
論
文
…
…
（
上
記
の
論
文
の
番
号
の
）
⑤
（
の
論
文
）。

以
上
で
あ
る（

（（
（

。　
　

 （
三
） 
春
本
説
と
中
国
の
説

　
上
述
の
〈（
一
） 
春
本
説
〉・（
二
） 

中
国
の
説
〉
に
つ
い
て
考
え
併
せ
る
と
次
の
よ
う
な
事
が
言
え
る
。

北
魏
の
法
難
は
都
合
三
回
あ
っ
た
。〈（
（
）
太
延
四
年
（
四
三
八
）
…
…
太
武
帝
が
五
十
歳
以
下
の
沙
門
の
還
俗
を
命
じ
た
。
…
…
役
・
租
調
と
の
関
係
。（〈『
魏
書
』
巻
四
上
、

世
祖
紀
第
四
上
〉・〈『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
三
、
宋
紀
五
、
文
帝
元
嘉
十
五
年
〉）
…
…
廃
仏
。（
（
）
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
…
…
太
武
帝
が
沙
門
・
師
巫
（
巫
覡
）
の

言
が
人
々
を
惑
わ
す
と
し
て
私
養
を
根
絶
す
べ
く
禁
じ
た
。（〈『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
〉・〈『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
四
、
宋
紀
六
、
文
帝
元
嘉
二
十
一
年
〉）
…
…

廃
仏
・
図
讖
禁
絶
。（
（
）
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
…
…
太
武
帝
が
堂
塔
伽
藍
を
悉
く
破
却
し
て
仏
図
及
び
胡
経
を
み
な
撃
破
焚
焼
す
べ
き
こ
と
、
及
び
沙
門
は
少
長
と
な

く
悉
く
生
き
埋
め
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。（〈『
魏
書
』
巻
百
十
四
、
釈
老
志
、
太
平
真
君
七
年
三
月
〉・〈『
高
僧
伝
』
巻
十
曇
始
伝
（
大
正
五
十
・
三
九
二
中
〉）
…
…
廃
仏
。

〉。
こ
の
北
魏
の
法
難
の
三
回
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
理
由
は
、
上
記
の
〈（
二
） 

中
国
の
説
〉
に
於
い
て
、〈〔
（
〕
蓋
呉
の
反
乱
等
の
民
族
起
義
が
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い

勢
力
で
あ
っ
た
為
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉・〈〔
（
〕
道
教
君
主
で
あ
る
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝
は
廃
仏

を
行
っ
た
。
廃
仏
の
原
因
を
佛
道
二
教
の
対
立
と
捉
え
る
。〉・〈〔
（
〕
僧
尼
の
増
加
等
に
よ
る
北
魏
社
会
経
済
へ
の
圧
迫
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉
の
三
者
が
廃
仏
の
理
由

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
北
魏
の
太
武
帝
は
寇
謙
之
の
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
の
で
、
中
国
の
説
の
〔
（
〕・〔
（
〕・〔
（
〕
の
理
由
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
完
膚
無
き
迄
の
廃
仏
を
太
武
帝
は
行
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈〔
（
〕
蓋
呉
の
反
乱
等
の
民
族
起
義
が
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い

勢
力
で
あ
っ
た
為
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉
の
は
、
論
者
の
新
説
に
於
い
て
も
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
あ
る
仏
教
寺
院
等
を
廃
絶
す
る
事
は
勿
論
、
肯
定
は
す
る
の
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
な
い
仏
教
寺
院
等
を
も
廃
絶
す
る
、
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
太
武
帝
が
行
お
う
と
し
た
事
は
肯
定
の
で
き
な
い
事
で
あ
る
。
何
故
な

ら
ば
、
太
武
帝
は
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
寇
謙
之
の
新
天
師
道
を
尊
信
す
る
道
教
君
主
で
あ
っ
た
の
で
、
部
分
的
な
廃
仏
は
肯
定
で
き
て
も
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃

仏
を
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、〈〔
（
〕
道
教
君
主
で
あ
る
北
魏
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝

は
廃
仏
を
行
っ
た
。
廃
仏
の
原
因
を
佛
道
二
教
の
対
立
と
捉
え
る
。〉
の
は
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
寇
謙
之
の
新
天
師
道
の
信
仰
者
で
あ
っ
た
太
武
帝
は
完
膚
無
き

迄
の
全
国
の
廃
仏
を
行
っ
て
は
い
け
な
い
立
場
で
あ
り
、
佛
道
二
教
を
対
立
構
造
に
捉
え
、
そ
れ
を
廃
仏
の
理
由
と
す
る
事
は
太
武
帝
の
信
仰
す
る
寇
謙
之
の
新
天
師
道
が
如
何

な
る
道
教
で
あ
る
の
か
を
考
慮
し
な
い
所
業
で
あ
る
。
又
更
に
、〈〔
（
〕
僧
尼
の
増
加
等
に
よ
る
北
魏
社
会
経
済
へ
の
圧
迫
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。〉
の
は
、
こ
の
理
由
の

み
で
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
太
武
帝
が
行
お
う
と
し
た
事
は
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
寇
謙
之
の
新
天
師
道
を
尊
信
す
る
道
教
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
で
あ
っ
た

一
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北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

事
か
ら
、
考
え
る
事
の
で
き
な
い
事
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
中
国
の
説
の
〔
（
〕・〔
（
〕・〔
（
〕
の
廃
仏
の
理
由
に
は
問
題
が
あ
り
、
納
得
す
る
事
が
で
き
な
い
。　
　

そ
れ
で
は
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
を
こ
こ
に
要
旨
の
み
簡
略
に
述
べ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
蓋
呉
と
通
謀
し
て
い
た
長
安
の
一
寺
院
は
壊
滅
し
て

然
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
太
武
帝
は
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
は
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
何
故
か
。
太
武
帝

は
『
宋
書
』
索
虜
伝
の
「
先
是
虜
中
謠
言
、「
滅
虜
者
呉
也
。」
燾
甚
悪
之
。
二
十
三
年
、
北
地
濾
水
蓋
呉
、
年
二
十
九
、
於
杏
城
天
台
挙
兵
反
虜
、
諸
戎
夷
普
並
響
応
、
有
衆
十

余
万
。
燾
聞
呉
反
悪
其
名
、
累
遣
軍
撃
之
輒
敗
。」
の
「
謠
言
」
を
封
じ
る
為
に
廃
仏
を
行
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、
民
族
起

義
を
鎮
圧
す
る
為
に
、「
滅
虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
、「
謠
言―

図
讖―

僧

侶―

仏
教
」
の
密
接
な
連
関
の
も
と
に
、
図
讖
禁
絶
と
連
携
し
て
完
膚
無
き
迄
の
廃
仏
を
太
武
帝
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
新
説
で
あ
る
春
本
説

は
中
国
の
説
と
全
く
異
な
る
。

こ
こ
に
更
に
、
中
国
の
説
と
新
説
で
あ
る
春
本
説
と
は
何
処
が
異
な
る
の
か
を
明
瞭
に
し
て
述
べ
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。〈【
（
】
…
…
北
魏
の
太
武
帝
は
寇
謙
之
の
仏

教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
の
で
、
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
な
い
仏
教
寺
院
等
を
も
廃
絶
す
る
と
言
う
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
太

武
帝
は
行
う
事
に
躊
躇
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
あ
る
仏
教
寺
院
等
を
廃
絶
す
る
事
は
太
武
帝
の
立
場
か
ら

し
て
当
然
の
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
な
い
仏
教
寺
院
等
を
も
廃
絶
す
る
、
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を

持
つ
寇
謙
之
の
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
は
行
な
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。〉・〈【
（
】
…
…
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、
民
族
起
義
を
鎮
圧
す

る
為
に
、「
滅
虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
謠
言―

図
讖―

僧
侶―

仏
教
」

の
密
接
な
連
関
の
も
と
に
、
図
讖
禁
絶
と
連
携
し
て
完
膚
無
き
迄
の
廃
仏
を
す
る
必
要
性
が
太
武
帝
に
は
あ
っ
た
。〉・〈【
（
】
…
…
北
魏
の
法
難
は
廃
仏
と
い
う
観
点
か
ら
論
究

す
る
と
、
前
述
の
如
く
、
中
国
の
説
の
〔
（
〕・〔
（
〕・〔
（
〕
は
【
（
】
の
理
由
に
よ
り
そ
の
説
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
い
、
肯
定
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
春
本
説
の
如
く
、

北
魏
の
法
難
を
図
讖
禁
絶
の
側
面
か
ら
論
究
す
る
と
、
太
武
帝
・
崔
浩
・
寇
謙
之
の
三
者
の
考
え
方
の
延
長
線
上
に
矛
盾
無
く
、
何
故
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
太
武
帝
が

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
明
白
に
な
る
。
つ
ま
り
、
北
魏
の
法
難
を
図
讖
禁
絶
の
側
面
か
ら
論
究
す
る
と
、【
（
】
の
理
由
が
あ
っ
た
と
し
て
も
【
（
】
の
理
由
に

よ
り
、
太
武
帝
は
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
に
な
る
。〉・〈【
（
】
…
…
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
は
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
、
そ
の

行
わ
れ
た
理
由
は
図
讖
禁
絶
が
「
主
」
で
廃
仏
は
「
従
」
の
力
関
係
の
間
柄
に
於
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。〉
の
以
上
の
四
点
が
新
説
で
あ
る
春
本
説
の
主
た
る
も
の
で
あ
り
、

中
国
の
説
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

因
み
に
、
日
本
の
説
と
中
国
の
説
と
で
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
日
本
に
於
い
て
は
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
に
つ
い
て
は
塚
本
善
隆
先
生
の
論

文
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
」（『
支
那
仏
教
史
学
』
一―

四　

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
）、『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
二
巻
第
二
章
）
に
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人

物
は
崔
浩
で
あ
る
」
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
安
居
香
山
先
生
「
漢
魏
六
朝
時
代
に
お
け
る
図
讖
と
仏
教―

―
特
に
僧
伝
を
中
心
と
し
て―

―
｣

（「
二　

図
讖
禁
絶
の
歴
史
」　

安

一
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大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
四
輯

居
香
山
・
中
村
璋
八
著
『
緯
書
の
基
礎
的
研
究
』　

国
書
刊
行
会　

一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
））
も
「
太
平
真
君
七
年
の
廃
仏
な
ど
も
、
漢
族
士
大
夫
階
級
の
崔
浩
の
政
治

的
進
出
、
と
言
う
直
接
原
因
…
」
と
述
べ
て
塚
本
先
生
の
説
を
「
是
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
横
超
慧
日
先
生
の
論
文
「
北
魏
仏
教
の
基
本
的
課
題
」（
横
超
慧
日

編
『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
第
一
篇　

思
想
編　

一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
年
））
に
も
、「
た
ま
た
ま
蓋
呉
の
反
を
以
て
関
中
が
騒
動
し
た
機
会
に
、
沙
門
が
蓋
呉
と
通
謀
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
嫌
疑
か
ら
、
教
団
に
対
し
て
大
弾
圧
が
加
え
ら
れ
る
端
緒
が
作
ら
れ
た
。
か
ね
て
帝
室
に
帰
依
せ
ら
れ
て
い
た
道
教
の
中
に
道
士
寇
謙
之
と
い
う
人
物

が
現
わ
れ
、
且
つ
こ
れ
を
信
奉
す
る
司
徒
崔
浩
が
排
仏
論
を
主
張
し
た
た
め
、
禍
乱
平
定
に
急
な
る
太
武
帝
の
心
は
こ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
が
、
仏
教

の
虚
誕
妖
孽
と
い
う
非
難
に
よ
り
定
着
後
日
な
お
浅
い
信
仰
界
に
一
大
衝
撃
を
与
え
る
大
事
件
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
沙
門
は
少
長
と
な
く
悉
く
之
を
坑
に
せ
よ
と
い
う
詔
と

な
っ
て
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。
時
に
太
平
真
君
七
年　
（
四
四
六
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
史
上
三
武
一
宗
の
法
難
と
言
わ
れ
る
第
一
次
の
廃
仏
事
件
で
あ
る
。」
と
あ
り
、

崔
浩
が
排
仏
論
を
主
張
し
た
た
め
に
太
武
帝
の
心
は
動
か
さ
れ
廃
仏
事
件
が
お
き
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
塚
本
善
隆
先
生
の
説
を
「
是
」
と
し
て
踏
ま
え
て
述
べ
て
い
る
。

更
に
、
鎌
田
茂
雄
著
『
中
国
仏
教
史
』
第
三
巻
、
第
四
章
、
北
朝
の
仏
教
、
第
二
節
、
北
魏
の
廃
仏
（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
四
年
（
昭
和
五
十
九
年
））
に
、「
廃
仏
を
進

言
し
、
そ
れ
を
推
進
し
た
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
っ
た
」、「
崔
浩
が
太
武
帝
に
推
薦
し
、
太
武
帝
を
し
て
道
教
を
重
ん
じ
る
天
子
に
変
え
、
廃
仏
に
踏
み
き
ら
せ
る
た
め
に
利
用

さ
れ
た
の
が
寇
謙
之
で
あ
る
」
と
あ
る
。
鎌
田
茂
雄
先
生
も
塚
本
善
隆
先
生
、
安
居
香
山
先
生
や
横
超
慧
日
先
生
と
同
様
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
本
論
考
「
一　

叙
」

で
述
べ
た
、
藤
善
眞
澄
著
『
隋
唐
時
代
の
仏
教
と
社
会　

弾
圧
の
狭
間
に
て
』（
白
帝
社　

二
〇
〇
四
年
十
月
一
日　

白
帝
社
ア
ジ
ア
史
選
書
〇
〇
五
）
の
八
頁
の
「
鮮せ
ん

卑ぴ

族
が

た
て
た
北
魏
の
、
太
武
帝
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
廃
仏
は
、
儒
教
に
も
と
づ
く
政
治
を
理
想
と
し
、
人
一
倍
の
仏
教
嫌
い
で
と
う
し
た
門
閥
出
身
の
宰
相
崔さ
い

浩こ
う

が
、
天
師
道

教
の
寇こ
う

謙け
ん

之し

と
手
を
む
す
ん
で
太
武
帝
を
籠ろ
う

絡ら
く

し
、
太
平
真
君
の
元
号
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
道
教
君
主
に
仕
立
て
あ
げ
た
成
果
で
あ
る
。」
も
「
崔
浩
が
、
寇
謙
之
と
手
を
む

す
ん
で
太
武
帝
を
籠
絡
し
、
道
教
君
主
に
仕
立
て
あ
げ
た
成
果
で
あ
る
。」
と
し
て
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本

に
於
い
て
は
塚
本
善
隆
先
生
の
論
文
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
毀
釈
」（『
支
那
仏
教
史
学
』
一―

四　

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
）、『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
二
巻
第
二
章
）
に

よ
り
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
る
」
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
定
説
と
な
っ
て
諸
研
究
者
の
諸
本
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か

し
、中
国
の
諸
説
に
於
い
て
は
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
る
」
旨
述
べ
て
い
る
論
文
は
無
い
。
因
み
に
論
者
の
説
も
塚
本
善
隆
先
生
の
説
に
疑
問
を
持
ち
、

こ
れ
ま
で
に
塚
本
善
隆
先
生
の
説
を
「
非
」
と
し
て
春
本
説
を
述
べ
て
来
た
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
於
い
て
は
中
国
の
諸
説
と
春
本
説
と
は
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

五　

結

「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
称
謂
の
初
出
は
不
詳（

（（
（

で
あ
る
が
、
論
者
の
調
べ
た
所
で
は
、『
望
月
仏
教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会　

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
））
に
「
三
武
一

一
四



北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

宗
法
難
（
サ
ン
ブ
イ
ッ
ソ
ウ
ノ
ホ
ウ
ナ
ン
）」
の
項
目
が
あ
る
。
今
回
こ
れ
以
前
に
は
「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
称
謂
を
見
出
す
事
は
で
き
な
か
っ
た
。「
三
武
一
宗
」
と
言
う
の

な
ら
ば
「
二
武
二
宗
」
と
言
っ
て
も
可
で
あ
る
。
論
理
的
に
は
本
来
は
「
三
武
一
世
の
法
難
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、本
論
考
に
お
い
て
は
一
応
、便
宜
上
「
三

武
一
宗
の
法
難
」
と
称
謂
し
て
お
く
。

「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
第
一
番
目
に
相
当
す
る
「
北
魏
の
法
難
」
は
本
論
考
に
よ
れ
ば
、〈
一　

叙
〉
に
記
し
た
藤
善
眞
澄
著
『
隋
唐
時
代
の
仏
教
と
社
会　

弾
圧
の
狭
間
に
て
』

（
白
帝
社　

二
〇
〇
四
年
十
月
一
日　

白
帝
社
ア
ジ
ア
史
選
書
〇
〇
五
）
の
八
・
九
頁
に
あ
る
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
為
政
者
で
あ
る
太
武
帝

に
廃
仏
の
思
想
が
な
く
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
の
信
仰
者
で
あ
る
太
武
帝
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仏
教
養
護
派
な
の
で
あ
る
か
ら
、
側
近
の
崔
浩
が
い

く
ら
廃
仏
、
廃
仏
と
唱
え
て
み
て
も
、
そ
れ
が
易
々
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
廃
仏
を
崔
浩
が
太
武
帝
に
進
言
す
れ
ば
進
言
す
る
程
、
太
武
帝
に
と
っ
て
は

そ
の
言
を
受
け
入
れ
る
よ
り
も
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に
気
持
ち
が
傾
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
崔
浩
の
進
言
の
通
り
に
廃
仏

が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
進
言
を
聞
き
入
れ
た
太
武
帝
に
崔
浩
の
進
言
以
外
に
廃
仏
断
行
の
強
い
理
由
、
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
何

か
、
と
言
う
こ
と
を
崔
浩
、
寇
謙
之
、
太
武
帝
の
考
え
方
を
明
確
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
考
え
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、「
魏
を
滅

ぼ
す
も
の
は
呉
で
あ
る
」
の
謠
言
が
許
せ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
。
蓋
呉
と
通
謀
し
て
い
た
長
安
の
一
寺
院
は
壊
滅
し
て
然
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
一
寺
院
だ

け
に
止
ま
ら
ず
、
仏
教
全
て
を
廃
棄
し
た
の
は
崔
浩
の
進
言
が
あ
っ
た
と
は
言
う
も
の
の
そ
れ
が
決
定
的
な
理
由
で
は
な
い
。
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
を
信

仰
す
る
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
が
廃
仏
の
断
を
下
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
太
武
帝
自
身
の
武
功
を
第
一
に
考
え
る
太
武
帝
の
決
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
廃

仏
の
行
わ
れ
た
真
の
決
定
的
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
崔
浩
の
進
言
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
武
帝
自
身
に
廃
仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た

の
で
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
武
帝
の
側
近
で
あ
る
崔
浩
は
太
武
帝
の
廃
仏
断
行
の
後
押
し
を
し
た
形
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
前
述
の
藤
善
眞
澄
先
生
が
「
鮮せ
ん

卑ぴ

族
が
た
て
た
北
魏
の
、
太
武
帝
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
廃
仏
は
、
儒
教
に
も
と
づ
く
政
治
を
理
想
と
し
、
人
一
倍
の
仏
教
嫌
い
で
と
う
し
た
門
閥
出
身
の
宰
相
崔さ
い

浩こ
う

が
、

天
師
道
教
の
寇こ
う

謙け
ん

之し

と
手
を
む
す
ん
で
太
武
帝
を
籠ろ
う

絡ら
く

し
、
太
平
真
君
の
元
号
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
道
教
君
主
に
仕
立
て
あ
げ
た
成
果
で
あ
る
。」
と
だ
け
言
っ
て
い
る
の
は

正
鵠
を
射
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
更
に
、北
魏
の
法
難
は
都
合
三
回
行
わ
れ
た
。〈（
（
） 

太
延
四
年
（
四
三
八
）
…
…
太
武
帝
が
五
十
歳
以
下
の
沙
門
の
還
俗
を
命
じ
た
。（『
魏

書
』
巻
四
上
、
世
祖
紀
第
四
上
・『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
三
、
宋
紀
五
、
文
帝
元
嘉
十
五
年
）。 

（
（
） 

太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
…
…
太
武
帝
が
沙
門
・
師
巫
（
巫
覡
）
の

妖
怪
の
言
を
禁
じ
、
更
に
沙
門
・
師
巫
（
巫
覡
）
の
私
養
を
禁
じ
た
。（『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
・『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
四
、
宋
紀
六
、
文
帝
元
嘉
二
十
一
年
）。 

（
（
） 

太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
…
…
太
武
帝
が
堂
塔
伽
藍
を
悉
く
破
却
し
て
仏
図
及
び
胡
経
を
み
な
撃
破
焚
焼
す
べ
き
こ
と
、
及
び
沙
門
は
少
長
と
な
く
悉
く
生
き
埋
め
に

す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。（『
魏
書
』
巻
百
十
四
、
釈
老
志
、
太
平
真
君
七
年
三
月
・『
高
僧
伝
』
巻
十
曇
始
伝
（
大
正
五
十
・
三
九
二
中
））。〉
の
以
上
の
三
回
で
あ
る
。
こ
の
事

か
ら
、
前
述
の
藤
善
眞
澄
先
生
が
「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
悪
評
を
巻
き
お
こ
し
、
仏
教
徒
に
衝
撃
を
あ
た
え
反
感
を
招
い
た
最
初
の
廃
仏
棄き

釈し
ゃ
くも
、
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、ど
れ
ほ
ど
の
寺
院
が
毀こ
ぼ

た
れ
、僧
尼
が
還げ
ん

俗ぞ
く

と
な
っ
た
か
は
一
切
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
北
魏
は
山
東
・
河
南
ま
で
制
圧
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、

一
五



大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
四
輯

都
が
は
る
か
北
辺
の
平へ
い

城じ
ょ
う、

現
在
の
山
西
省
大
同
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
具
体
的
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ

た
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
本
論
考
に
於
い
て
は
考
え
る
。
し
か
し
、
藤
善
眞
澄
先
生
の
御
指
摘
の
よ
う
に
、「
一
切
が
不
明
」・「
当
時
の
北
魏
は
山
東
・
河
南
ま

で
制
圧
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
都
が
は
る
か
北
辺
の
平
城
、
現
在
の
山
西
省
大
同
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
具
体
的
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。」
と
す
る
の
も
一

理
あ
り
と
は
考
え
得
る
と
考
え
て
い
る
。
更
に
、「
三
武
の
法
難
」
に
は
、〈
① 

北
魏
、太
武
帝
…
…
寇
謙
之
（
道
士
）・
謠
言
（
図
讖
）。
② 

北
周
、武
帝
（
建
徳
三
年
（
五
七
四
））

…
…
張
賓
（
道
士
）・
讖
言
（
図
讖
）。
③ 

唐
、
武
宗
（
会
昌
五
年
（
八
四
五
））
…
…
趙
帰
真
（
道
士
）・
図
讖
。〉
の
よ
う
に
、
奇
し
く
も
そ
れ
ぞ
れ
に
「
道
士
・
図
讖
」
と
の

関
係
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
道
士
」
は
「
道
教
」、「
図
讖
」
は
「
儒
教
」
と
の
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
三
武
の
法
難
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
儒
・
道
両
教
の
影
」

を
本
論
考
に
於
い
て
指
摘
し
明
確
に
し
得
た
。
更
に
、
近
年
の
中
国
の
論
文
に
於
い
て
は
春
本
説
と
同
様
の
説
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
近
年
の
中
国
の
論
文
の
主
張
す
る
所
は
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
春
本
説
と
近
年
の
中
国
の
論
文
と
の
相
違
を
明
確
に
し
て
春
本
説
を
述
べ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。〈【
（
】
…
…
北
魏
の
太
武
帝
は
寇
謙
之
の

仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
の
で
、
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
な
い
仏
教
寺
院
等
を
も
廃
絶
す
る
と
言
う
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を

太
武
帝
は
行
う
事
に
躊
躇
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
あ
る
仏
教
寺
院
等
を
廃
絶
す
る
事
は
太
武
帝
の
立
場
か

ら
し
て
当
然
の
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
蓋
呉
の
反
乱
等
と
関
係
の
な
い
仏
教
寺
院
等
を
も
廃
絶
す
る
、
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観

を
持
つ
寇
謙
之
の
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
は
行
な
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。〉・〈【
（
】
…
…
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、
民
族
起
義
を
鎮
圧

す
る
為
に
、「
滅
虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
謠
言―

図
讖―

僧
侶―

仏

教
」
の
密
接
な
連
関
の
も
と
に
、
図
讖
禁
絶
と
連
携
し
て
完
膚
無
き
迄
の
廃
仏
を
す
る
必
要
性
が
太
武
帝
に
は
あ
っ
た
。〉・〈【
（
】
…
…
北
魏
の
法
難
は
廃
仏
と
い
う
観
点
か
ら

論
究
す
る
と
、
本
論
考
「
四　

春
本
説
と
中
国
の
説
」
の
「（
三
） 
春
本
説
と
中
国
の
説
」
で
述
べ
た
如
く
、
中
国
の
説
の
〔
（
〕・〔
（
〕・〔
（
〕
は
【
（
】
の
理
由
に
よ
り
そ

の
説
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
い
、
肯
定
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
春
本
説
の
如
く
、
北
魏
の
法
難
を
図
讖
禁
絶
の
側
面
か
ら
論
究
す
る
と
、
太
武
帝
・
崔
浩
・
寇
謙
之
の
三
者
の

考
え
方
の
延
長
線
上
に
矛
盾
無
く
、
何
故
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
太
武
帝
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
明
白
に
な
る
。
つ
ま
り
、
北
魏
の
法
難
を
図
讖
禁
絶

の
側
面
か
ら
論
究
す
る
と
、【
（
】
の
理
由
が
あ
っ
た
と
し
て
も
【
（
】
の
理
由
に
よ
り
、太
武
帝
は
完
膚
無
き
迄
の
全
国
の
廃
仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
に
な
る
。〉・

〈【
（
】
…
…
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
は
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
、
そ
の
行
わ
れ
た
理
由
は
図
讖
禁
絶
が
「
主
」
で
廃
仏
は
「
従
」
の
力
関
係
の
間
柄
に
於
い
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。〉
以
上
で
あ
る
。

総
じ
て
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
の
独
創
的
な
点
は
二
点
あ
っ
て
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

①　

日
本
お
い
て
定
説
と
な
っ
て
い
る
塚
本
善
隆
先
生
の
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩
で
あ
る
。」
と
の
説
を
春
本
説
で
は
、「
非
」
と
し
、「
北
魏
太
武
帝
の

廃
仏
の
中
心
人
物
は
太
武
帝
自
身
で
あ
る
。」
と
し
た
。
塚
本
善
隆
先
生
の
説
と
春
本
説
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
為
に
表
に
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
六



北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

②　

中
国
の
説
に
於
い
て
は
、
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い
勢
力
で
あ
っ
た
蓋
呉
の
反
乱
等
の
民
族
起
義
に
お
け
る
鎮
圧
の
為
に
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
が
行
わ
れ
た
。
更
に
、

道
教
君
主
で
あ
る
太
武
帝
の
政
治
と
相
反
す
る
仏
教
の
勢
力
に
対
し
て
、
宰
相
崔
浩
の
助
言
に
も
よ
り
太
武
帝
は
廃
仏
を
行
っ
た
と
し
た
、
廃
仏
の
原
因
を
佛
道
二
教
の

対
立
と
捉
え
た
り
、
並
び
に
、
僧
尼
の
増
加
等
に
よ
る
北
魏
社
会
経
済
へ
の
圧
迫
の
理
由
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
と
し
た
。
従
っ
て
、
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
関
係
は
民

族
起
義
に
於
け
る
鎮
圧
の
為
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
主
」・「
従
」
の
関
係
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
春
本
説
で
は
、
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
と

図
讖
禁
絶
は
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
、
そ
の
行
わ
れ
た
理
由
は
、
道
教
君
主
で
あ
る
太
武
帝
に
と
っ
て
は
寇
謙
之
の
嫌
が
る
完
膚
無
き
ま
で
の
廃
仏
を
行
え
な
え
な
か
っ
た

と
し
、
し
か
し
、
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い
勢
力
で
あ
っ
た
蓋
呉
の
反
乱
等
の
民
族
起
義
に
お
け
る
鎮
圧
の
為
に
図
讖
禁
絶
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、

完
膚
無
き
廃
仏
に
ま
で
及
ん
だ
の
だ
と
し
た
。
従
っ
て
、
図
讖
禁
絶
が
「
主
」
で
廃
仏
は
「
従
」
の
力
関
係
の
間
柄
に
於
い
て
図
讖
禁
絶
と
廃
仏
と
が
同
じ
時
期
に
行
わ

れ
た
と
し
た
。
中
国
の
説
と
春
本
説
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
為
に
表
に
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

一
七

塚
本
説

春
本
説

太武帝の廃仏への働きかけの強さ ○ ◎

崔浩の廃仏への貢献度 ◎ ○

寇謙之の廃仏への意思 △ △
（
（（
）



大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
四
輯

以
上
で
あ
る
。

新
説
で
あ
る
春
本
説
を
端
的
に
言
え
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

つ
ま
り
、〈
太
武
帝
は
廃
仏
を
し
た
か
っ
た
の
で
は
無
く
て
図
讖
禁
絶
を
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。〉。
そ
の
図
讖
禁
絶
を
す
る
と
言
う
事
は
完
膚
無
き
廃
仏
を
す
る
事
を
含
ん

で
い
る
と
言
う
の
が
北
魏
法
難
の
実
態
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
従
来
の
諸
論
諸
説
と
は
異
な
る
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
の
独
自
性
が
あ
る
。　

上
述
の
如
く
、
今
回
、
論
者
が
こ
れ
ま
で
に
未
聞
未
見
だ
っ
た
諸
研
究
文
献
資
料
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
の
説
を
含
む
従
来
の
定
説
等
と
春
本
説
と
を
比
較
検
討
し
て
、

新
説
で
あ
る
春
本
説
の
妥
当
性
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
本
論
考
に
於
い
て
論
者
の
思
い
込
み
や
論
者
の
思
量
を
超
え
た
思
わ
ぬ
盲
点
が
全
く
無
い
と
は
言
え
な
い
と
も
考
え
て
い

る
。
よ
り
確
か
な
論
に
す
べ
く
江
湖
の
御
批
判
御
叱
正
を
願
い
、
こ
こ
に
擱
筆
す
る（

（（
（

。
以
上
。

一
八

中
国
の
説

春
本
説

北魏政権を転覆しかねない勢力であっ
た蓋呉の反乱等の民族起義と関係の無
い仏教を太武帝は廃棄してはいけな
かった。

− ○

道教君主である太武帝の政治と相反す
る仏教の勢力に対して、宰相崔浩の助
言にもより太武帝は廃仏を行った。廃
仏の原因を佛道二教の対立と捉える。

○ △

僧尼の増加等による北魏社会経済への
圧迫により廃仏が行われた。

○ △

太武帝は寇謙之の仏教を内包した世界
観を持つ新天師道の道教君主であった
ので廃仏を行ってはいけなかった。

− ○

図讖禁絶を行う事は、完膚無き廃仏を
する事を含んでいる。

− ○

図讖禁絶が「主」で廃仏は「従」。 × ○
（
（（
）



北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

註
（（）
「
北
魏
の
図
讖
禁
絶―

特
に
太
武
帝
時
に
つ
い
て―

」（
平
成
十
九
年
三
月
『
大

正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
二
輯
）
の
註
（
（
）
参
照
。

（（）
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
（
金
）
に
平
成
十
九
年
度
浄
土
宗
教
学
院
（
東
部
）
研

究
会
（
浄
土
宗
教
学
院　

℡
０
７
５―

５
２
５―

０
（
８
０
）
が
浄
土
宗
宗
務
庁

（
東
京
第
二
会
議
室　

東
京
都
港
区
芝
公
園
（―

（―

（　

明
照
会
館
内
）
で
行

わ
れ
、
論
者
は｢
北
魏
法
難
の
研
究｣

と
題
し
て
口
頭
発
表
を
し
た
。
そ
の
時
の

質
疑
応
答
の
際
に
こ
の
本
書
の
存
在
す
る
事
の
指
摘
が
聴
衆
の
研
究
員
の
方
か
ら

述
べ
ら
れ
た
。こ
の
時
以
前
に
は
論
者
は
本
書
の
存
在
を
知
り
得
て
い
な
か
っ
た
。

（（） 

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日
（
金
）
六
時
限
目
の
論
者
担
当
の
「
東
洋
文
献
講

読
Ｂ―

（
」
の
講
義
の
時
に
北
京
大
学
か
ら
の
留
学
生
の
孟
慶
楠
（
大
正
大
学
文

学
部
歴
史
文
化
学
科　

短
期
（
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
）
留
学

生　

０
（
０
９
０
１
１
…
…
北
京
大
学
哲
学
研
究
科
中
国
哲
学
修
士
課
程
二
年
）

に
、
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
近
年
の
中
国
の
論
文
が
あ
れ
ば
紹
介
し
て
欲
し
い

旨
告
げ
た
。
孟
慶
楠
は
平
成
二
十
年
五
月
九
日
（
金
）
に
北
京
大
学
図
書
館
で
論

文
検
索
し
た
ペ
イ
パ
ー
を
持
っ
て
来
た
。
そ
の
論
文
名
の
一
部
を
、
本
論
考
「
四

　

春
本
説
と
中
国
の
説　
（
二
）
中
国
の
説
」
に
掲
げ
た
。
こ
こ
に
掲
げ
た
論
文

名
の
ほ
と
ん
ど
の
論
文
を
孟
慶
楠
は
論
者
に
提
供
し
た
。
こ
こ
に
感
謝
す
る
。
次

号
の
（
平
成
二
十
二
年
三
月
『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
五
輯
）
に
於
い

て
、「（
仮
題
）
中
国
に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
」
と
題
し
て
孟
慶
楠
の
提
示
し

た
論
文
に
つ
い
て
詳
考
す
る
予
定
で
あ
る
。
本
論
考
の
提
出
当
初
の
原
稿
に
は
既

に
孟
慶
楠
が
提
示
提
供
し
た
論
者
に
と
っ
て
平
成
二
十
年
四
月
以
前
に
未
聞
未
見

で
あ
っ
た
近
年
の
中
国
の
論
文
に
つ
い
て
の
論
考
原
稿
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は

あ
る
が
、
本
論
考
所
載
の
規
定
に
よ
る
紙
幅
の
制
限
に
よ
り
、
割
愛
せ
ざ
る
を
負

一
九

え
な
か
っ
た
。
次
号
掲
載
予
定
で
あ
る
事
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。　

（（）
先
に
、
平
成
十
九
年
二
月
一
日
に
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員
長
の
石
上
善
應

先
生
・
同
副
委
員
長
の
伊
藤
唯
真
先
生
よ
り
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
項
目
執
筆

の
依
頼
が
あ
っ
た
。
論
者
に
与
え
ら
れ
た
執
筆
項
目
は
「
三
武
一
宗
の
法
難
」
で

あ
っ
た
。
そ
の
時
の
成
果
を
踏
ま
え
て
こ
こ
に
「
三
武
一
宗
の
法
難
」
と
「
北
魏

の
法
難
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。
因
み
に
、
従
来
の
『
浄
土
宗
大
辞
典
』「
三
武
一

宗
の
法
難
」
の
項
目
に
は
次
の
如
く
あ
っ
た
。「
中
国
に
仏
教
が
流
伝
し
て
か
ら
、

い
く
た
び
か
時
の
権
力
者
に
よ
る
仏
教
排
撃
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も（
一
）

北
魏
太
武
帝
（
二
）
北
周
の
武
帝
（
三
）
唐
の
武
宗
（
四
）
後
周
の
世
宗
に
よ
る

廃
仏
が
と
く
に
激
甚
を
き
わ
め
た
の
で
、
あ
わ
せ
て
三
武
一
宗
の
法
難
と
称
す
る

の
で
あ
る
。（
一
）
北
魏
の
太
武
帝
は
漢
人
宰
相
崔
浩
と
と
も
に
道
士
寇
謙
之
に

帰
信
し
て
、
長
安
の
仏
寺
に
武
器
が
隠
匿
さ
れ
婦
女
が
雑
居
し
醸
酒
の
こ
と
あ
り

と
し
て
、
仏
教
教
団
の
堕
落
を
責
め
て
破
仏
を
行
な
っ
た
の
は
四
四
六
年
（
太
平

真
君
七
）
で
あ
り
、『
魏
書
釈
老
志
』
に
も
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。（
二
）
北
周
の

武
帝
も
道
士
張
賓
や
還
俗
僧
衛
元
嵩
ら
に
よ
っ
て
仏
道
二
教
が
と
も
に
五
七
三
年

（
建
徳
三
）
に
降
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
三
〇
〇
万
の
僧
道
は
還
俗
さ
せ

ら
れ
、
堂
舎
・
仏
像
・
経
典
も
と
も
に
破
却
さ
れ
た
。（
三
）
唐
の
武
宗
も
道
教

を
尊
崇
し
て
仏
教
の
排
撃
を
八
四
五
年
（
会
昌
五
）
に
断
行
し
た
。
た
ま
た
ま
長

安
に
留
学
し
て
い
た
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
は
詳
し
く
記
録
さ
れ
て

い
る
。（
四
）
後
周
の
世
宗
は
主
と
し
て
国
内
政
治
の
観
点
か
ら
、九
五
五
年
（
顕

徳
二
）、
仏
教
教
団
の
粛
正
に
着
手
し
三
三
三
六
所
の
寺
院
を
廃
し
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
大
廃
仏
も
、
漢
胡
両
民
族
の
葛
藤
・
仏
道
二
教
の
確
執
・
国
内
政
治
の

動
向
な
ど
の
原
因
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
後
に
仏
教
の
復
興
を
来
す
こ
と
と
な
っ

た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。」。
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
如
く
新
規
『
新
纂



大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
四
輯

二
〇

浄
土
宗
大
辞
典
』
の
「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
項
目
の
春
本
の
原
稿
（
平
成
十
九

年
三
月
三
十
一
日
）
と
し
た
。「
中
国
仏
教
史
上
、
四
回
の
廃
仏
が
行
な
わ
れ
た
。

①
北
魏
、
太
武
帝
、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）、
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）　

②
北
周
、
武
帝
、
建
徳
三
年
（
五
七
四
）　

③
唐
、
武
宗
、
会
昌
五
年
（
八
四
五
）

④
後
周
、
世
宗
、
顕
徳
二
年
（
九
五
五
）
で
あ
る
。
①
北
魏
の
太
武
帝
の
廃
仏
は
、

武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
「
滅
虜
（
魏
）
者
呉
也
。」（『
宋
書
』
索
虜
伝
）

の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、「
謠
言―

図
讖―

僧
侶―

仏
教
」
の
密
接
な
連
関
の
も
と
に
、
図
讖
禁
絶
と
連
携
し
て
寇
謙

之
（
道
士
）
の
好
ま
な
い
完
膚
無
き
ま
で
の
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。
②
北
周
の
武
帝

の
廃
仏
は
、
武
帝
が
「
黒
衣
當
王
。」（『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
巻
乙
）
の
讖
言
に

よ
り
仏
教
を
嫌
っ
て
い
る
所
に
、
張
賓
（
道
士
）
が
「
以
黒
釈
為
苦
國
忌
、
以
黄

老
為
國
祥
。」（『
廣
弘
明
集
』
巻
第
八
）
と
し
て
、
衛
元
嵩
（
還
俗
僧
）
と
共
に

進
言
し
た
事
に
起
因
す
る
。
武
帝
は
有
徳
の
衆
僧
、
名
儒
道
士
、
文
武
百
官
に
三

教
の
優
劣
を
論
じ
さ
せ
、
張
賓
・
智
炫
（
法
師
）
の
論
争
を
経
て
、
仏
・
道
二
教

を
共
に
廃
し
た
。
③
唐
の
武
宗
の
廃
仏
は
、武
宗
が
夙
に
道
教
を
尊
信
し
て
お
り
、

最
期
は
仙
薬
を
飲
ん
だ
為
に
崩
じ
て
し
ま
っ
た
程
の
道
教
信
仰
者
で
あ
っ
た
事
に

起
因
す
る
。
趙
帰
真
（
道
士
）
は
「
孔
子
説
云
。
李
氏
十
八
子
。
昌
運
方
盡
。
便

有
黒
衣
天
子
。
理
国
。」（『
入
唐
求
法
巡
礼
記
』
巻
第
四
）
と
の
図
讖
を
奏
言
し
、

武
宗
は
こ
れ
を
も
憎
み
李
徳
裕
（
宰
相
）
等
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。
④
後
周

の
世
宗
の
廃
仏
は
、
前
者
の
三
つ
の
廃
仏
と
は
異
な
り
、
主
に
僧
侶
の
堕
落
・
経

済
的
な
理
由
に
よ
り
世
宗
の
富
国
強
兵
策
と
し
て
仏
教
統
制
が
行
わ
れ
た
。
尚
、

「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
称
謂
の
初
出
は
不
明
。「
三
武
一
宗
」
な
ら
「
二
武
二
宗
」

で
も
可
と
す
べ
き
。
論
理
的
に
は
本
来
は
「
三
武
一
世
の
法
難
」
と
称
謂
す
べ
き
。

因
み
に
、
北
宋
、
張
商
英
述
『
護
法
論
』
に
「
三
武
」、
南
宋
、
志
磐
撰
『
佛
祖

統
紀
』
巻
第
四
十
二
に
四
時
の
廃
仏
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
参
考
春
本
秀
雄

「
北
魏
法
難
の
研
究
文
献（
一
）―

付
廃
仏
関
係
論
文
資
料―

」（『
佛
教
文
化
研
究
』

第
四
十
四
号
）。
春
本
秀
雄
「
北
魏
の
図
讖
禁
絶―

特
に
太
武
帝
時
に
つ
い
て―

」

（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
二
号
）。
８
０
０
字　
（
春
本
秀
雄
）」
以
上
で

あ
る
。「
三
武
一
宗
の
法
難
」
に
つ
い
て
の
参
考
文
献
は
次
の
如
く
で
あ
る
。「
・

塚
本
善
隆
「
中
国
の
仏
教
迫
害
（
三
武
一
宗
の
廃
仏
）」（『
講
座
仏
教
Ⅳ　

中
国

の
仏
教
』
大
蔵
出
版
株
式
会
社
）。・
柴
田
道
賢
『
廃
仏
毀
釈
』（
公
論
社
、
昭
和

（（
年
）。」。
本
論
考
に
於
い
て
は
、
新
規
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
「
三
武
一

宗
の
法
難
」
の
項
目
の
春
本
の
原
稿
（
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
）
に
於
い
て
、

「
①
北
魏
、
太
武
帝
、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）、
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）」

と
し
た
の
に
対
し
て
、「
①
北
魏
、
太
武
帝
、
太
延
四
年
（
四
三
八
）、
太
平
真
君

五
年
（
四
四
四
）、
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）」
と
し
た
点
が
相
違
す
る
。

（（）
参
考
文
献
は
次
の
如
く
で
あ
る
。「
春
本
秀
雄
「
北
魏
法
難
の
研
究
（
（
・
（
・

（
・
（
・
（
・
（
・
（
）」（『
仏
教
論
叢
』
第
（（
・
（（
・
（0
・
（（
・
（（
・
（（
・
（（
号
）。」・「
春

本
秀
雄
「
北
魏
の
図
讖
禁
絶―

特
に
太
武
帝
時
に
つ
い
て―

」（『
大
正
大
学
研
究

紀
要
』
第
（（
号
）。」・「
春
本
秀
雄
「
北
魏
法
難
の
研
究
文
献
（
一
）―

付
廃
仏
関

係
論
文
資
料―

」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
（（
号
）。」・「
塚
本
善
隆
「
北
魏
太
武
帝

の
廃
仏
毀
釈
」（『
支
那
仏
教
史
学
』
一―

四　

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
））」・

「
佐
藤
智
水
「
北
魏
廃
仏
論
序
説
」（『
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
史
学
篇
』

三
十
九　

一
九
七
九
年
（
昭
和
五
十
四
年
））」・「
久
保
田
量
遠
著
『
支
那
儒
道
仏

三
教
史
論
』（
東
方
書
院　

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
））」。

（（）
参
考
文
献
は
次
の
如
く
で
あ
る
。「
塚
本
善
隆
「
北
周
の
廃
仏
に
つ
い
て
」（『
東

方
学
報
』
京
都
（（
・
（（
）。」・「
野
村
耀
昌
『
周
武
法
難
の
研
究
』（
東
出
版
）。」。

（（）
参
考
文
献
は
次
の
如
く
で
あ
る
。「
亀
川
教
信
「
会
昌
の
廃
仏
に
つ
い
て
」（『
支



北
魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て

二
一

那
仏
教
史
学
』
（―

（
）。」・「
道
端
良
秀
「
武
宗
の
廃
仏
事
件
」（『
唐
代
仏
教
史

の
研
究
』、
一
九
五
七
）」。

（（）
参
考
文
献
は
次
の
如
く
で
あ
る
。「
牧
田
諦
亮
「
後
周
世
宗
の
仏
教
政
策
」（『
東

洋
史
研
究
』
（0―

（（
）。」・「
畑
中
浄
円
「
後
周
世
宗
の
廃
仏
考
」（『
大
谷
学
報
』

（（―
（
）。」。

（（）
「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
呼
称
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
①

『
護
法
論
』（
北
宋　

張
商
英
）
…
…
「
三
武
」。
②
『
仏
祖
統
紀
』（
南
宋　

志

磐
）
…
…
巻
第
四
十
二
に
四
時
の
廃
仏
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
③
『
望
月
仏

教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会　

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
）） 

…
…
「
三
武
一

宗
法
難
（
サ
ン
ブ
イ
ッ
ソ
ウ
ノ
ホ
ウ
ナ
ン
）」。
④
『
東
洋
歴
史
大
辞
典
』（
平
凡

社　

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
） 
…
…
「
三
武
一
宗
」。
⑤
『
大
漢
和
辭
典
』（
大

修
館
書
店　

一
九
五
五
年
（
昭
和
三
十
年
） 
…
…
「
三
武
一
宗
厄
（
サ
ン
ブ
イ
ッ

ソ
ウ
の
ヤ
ク
）」。
⑥
『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店　

一
九
五
五
年
（
昭
和
三
十
年
）

…
…
…
…
「
三
武
一
宗
」。
⑦
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』（
平
凡
社　

一
九
六
〇
年
（
昭

和
三
十
五
年
））
…
…
「
三
武
一
宗
の
法
難
」。
⑧
『
漢
語
大
詞
典
』（
上
海
辞
書

出
版
社　

一
九
八
六
年（
昭
和
六
十
一
年
））…
…「
三
武
」・「
三
武
之
難
」。
⑨『
中

国
歴
史
文
化
事
典
』（
新
潮
社　

一
九
九
八
年（
平
成
十
年
））…
…「
三
武
の
滅
仏
」。

以
上
の
事
か
ら
次
の
如
く
言
え
る
と
考
え
て
い
る
。
中
国
に
於
い
て
は
歴
史
的
に

そ
の
古
典
に
於
い
て
「
三
武
一
宗
」
の
呼
称
が
見
当
た
ら
な
い
。
日
本
に
於
け
る

〈
③
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会　

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）） 

…
…
「
三
武
一
宗
法
難
（
サ
ン
ブ
イ
ッ
ソ
ウ
ノ
ホ
ウ
ナ
ン
）」〉
が
「
三
武
一
宗
」

の
呼
称
の
嚆
矢
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（（0） 

（（）
参
照
。

（（（）
柴
田
道
賢
著
『
廃
仏
毀
釈
』（
公
論
社
、
昭
和
五
十
三
年
）
の
三
十
三
頁
に
、

「
…
…
四
三
八
年
に
は
五
十
歳
以
下
（
元
文
「
以
上
」）
の
僧
侶
の
還
俗
を
命
じ
、

四
四
四
年
に
は
、
沙
門
の
妖
怪
の
言
を
禁
じ
、
沙
門
を
私
養
す
る
こ
と
を
禁
じ
、

四
四
六
年
に
至
っ
て
、
堂
塔
伽
藍
を
悉
く
破
却
し
、
仏
図
及
び
胡
経
を
み
な
撃
破

焚
焼
す
べ
き
こ
と
及
び
沙
門
は
少
長
と
な
く
、
悉
く
生
き
埋
め
に
す
べ
き
こ
と
を

命
じ
た
…
…
」
と
あ
る
。
更
に
、（
注　

四
）
参
照
。

（（（） 

（（）
参
照
。
ま
た
、
本
論
考
の
〈
四　

春
本
説
と
中
国
の
説　
（
一
） 

春
本
説
〉
は

主
に
、〈「「
緯
書
研
究
」
と
そ
の
展
開―

中
国
学
の
ベ
ク
ト
ル
と
復
活―

」（
平
成

十
八
年
四
月
『
加
地
伸
行
博
士
古
稀
記
念
論
集　

中
国
学
の
十
字
路
』
研
文
出
版
）

〉・〈「
北
魏
の
図
讖
禁
絶―

特
に
太
武
帝
時
に
つ
い
て―

」（
平
成
十
九
年
三
月
『
大

正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
二
号
）〉
の
記
述
を
引
用
し
て
纏
め
て
述
べ
た
。　

（（（） 

（（）
参
照
。

（（（） 

詳
細
は
次
号
の
（
平
成
二
十
二
年
三
月
『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
五
輯
）

に
於
い
て
、「（
仮
題
）
中
国
に
於
け
る
北
魏
法
難
の
研
究
」
と
題
し
て
論
ず
る
予

定
で
あ
る
。
本
論
考
の
提
出
当
初
の
原
稿
に
は
既
に
論
者
に
と
っ
て
平
成
二
十
年

四
月
以
前
に
未
聞
未
見
で
あ
っ
た
近
年
の
中
国
の
論
文
に
つ
い
て
の
原
稿
が
存
在

し
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
割
愛
せ
ざ
る
を
負
え
ず
次
号
掲
載

予
定
と
な
っ
た
。

（（）
参
照
。

（（（） 

（（）
参
照
。

（（（）
こ
の
表
は
、
塚
本
善
隆
先
生
の
説
の
「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
崔
浩

で
あ
り
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
寇
謙
之
の
新
天
師
道
を
尊
信
す
る
道

教
君
主
で
あ
る
太
武
帝
や
寇
謙
之
は
必
ず
し
も
廃
仏
に
は
賛
成
の
意
見
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
。」
事
を
意
味
し
て
い
る
。
日
本
に
於
い
て
は
こ
の
塚
本
善
隆
先

生
の
説
を
「
是
」
と
し
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
春
本
説
で
は
塚
本
善

隆
先
生
の
説
を
「
非
」
と
し
、「
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
の
中
心
人
物
は
太
武
帝
自



大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
四
輯

二
二

身
で
あ
り
、
漢
人
宰
相
の
崔
浩
が
胡
教
で
あ
る
仏
教
を
廃
棄
し
よ
う
と
し
た
の
は

当
然
の
事
で
あ
る
が
、
太
武
帝
は
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
寇
謙
之
の
新

天
師
道
は
完
膚
無
き
ま
で
の
廃
仏
に
は
反
対
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
。」
と
し
た
。

こ
の
意
を
こ
の
表
で
示
し
た
。

（（（）
春
本
説
に
於
い
て
は
、「
図
讖
禁
絶
を
行
う
事
は
、
完
膚
無
き
廃
仏
を
す
る
事
を

含
ん
で
い
る
。」
と
考
え
る
。
し
か
し
、
更
に
、「
太
武
帝
は
寇
謙
之
の
仏
教
を
内

包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
た
の
で
廃
仏
を
行
っ
て
は

い
け
な
か
っ
た
。」
と
も
考
え
る
の
で
、
太
武
帝
は
図
讖
禁
絶
は
行
っ
て
も
廃
仏

を
行
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
北
魏
政
権
を
転
覆
し
か
ね
な
い
勢
力
で
あ
っ
た
蓋
呉
の
反
乱
等
の
民
族
起

義
の
鎮
圧
の
為
に
図
讖
禁
絶
を
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
北
魏
の
太
武
帝
が
寇
謙

之
の
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
の
道
教
君
主
で
あ
っ
て
も
、
図

讖
禁
絶
、
そ
れ
と
連
携
し
た
完
膚
無
き
廃
仏
を
行
う
事
は
已
む
を
得
な
か
っ
た
事

と
考
え
る
。
つ
ま
り
、〈
太
武
帝
は
廃
仏
を
し
た
か
っ
た
の
で
は
無
く
て
図
讖
禁

絶
を
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。〉。
そ
の
図
讖
禁
絶
を
す
る
と
言
う
事
は
完
膚
無
き

廃
仏
を
す
る
事
を
含
ん
で
い
る
と
言
う
の
が
北
魏
法
難
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
従
来
の
諸
論
諸
説
と
は
異
な
る
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
の
独
自
性
が
あ
る

（（（）
論
者
に
は

（（）
に
あ
る
が
如
く
の
諸
拙
論
の
主
張
を
纏
め
、
こ
れ
ま
で
の
定
説
と
は

異
な
る
、
新
説
で
あ
る
春
本
説
の
提
示
を
し
た
単
著
『
北
魏
法
難
の
研
究
』（
汲

古
書
院　

平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
年
）
私
家
版
）
が
既
に
あ
る
。
本
論
考
の
成

果
も
取
り
入
れ
て
、
後
に
改
訂
し
て
江
湖
の
御
批
判
御
叱
正
を
乞
う
べ
く
、
世
に

問
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。




